
6月19日（第3号）一般質問 
○議長　宮城清政君　これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお
手元に配付したとおりでございます。

開議（午前10時00分）

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長　宮城清政君　日程第１．会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議
員は、会議規則第127条の規定によって６番　赤嶺奈津江議員、７番　浦崎みゆき議員を
指名します。

日程第２．一般質問

○議長　宮城清政君　日程第２．一般質問を行います。それでは、通告書のとおり順次発
言を許します。11番　宮城寛諄議員。

〔宮城寛諄議員　登壇〕

○11番　宮城寛諄君　おはようございます。本日の一番バッターで質問したいと思いま
す。新しい町長、赤嶺正之町長になって初めての一般質問でちょっと緊張して震えが来て
います。同級生に質問するわけですから、前向きな答弁をよろしくお願いします。
　１つ目は、幼小中学校への空調設備、クーラーの設置について計画はどうなっているか
ということですけれども、いよいよこのクーラーの、要するに空調設備が幼稚園、小学
校、中学校と、全てに設置されるということを当局側がそういう方向性で動いたと。それ
もまた平成32年度までにはやるんだと、こういう答弁を昨年12月の私の一般質問でもそう
いうふうにお答えしてもらいました。本当に子供たちが、そして町民の皆さん方、ＰＴＡ
の皆さん方が要望した空調設備の設置について実現するということが目に見えてきました
ので、大変うれしく思いますし、また計画どおり進んでほしいということで質問をさせて
いただきます。新しいハイさいよーさんのほうでもこの空調設備について書かれていま
す。幼稚園については実施計画、整備工事として平成30年度から31年、32年、各幼稚園何
教室ずつというふうになっていますし、小学校でも中学校でも設計委託料が平成30年度に
組まれていて、平成31年度が小学校、32年度が中学校というふうな、こういう事業費の内
訳も書かれています。それはそのとおりやってほしいなと。今年度は予算がちゃんとつい
ていますからそのとおりできるんでしょうけれども、次年度また、そういう計画だけれど
も、それはまたできないと、ちょっとストップということにならないようにしてほしいと
思って、そのことでちゃんとその辺ができるのかどうかということを町長の何と言います
か、やるんだという決意が欲しいなと思って、新たに町長に就任したわけですから、その
辺をお聞きしたいと思ってそういう質問をいたしました。（１）には、幼稚園、今年度中
に空調機の設置が完了するかどうか。それから（２）には、小中学校、平成32年度までに
完了できる計画となっているのかどうか。それからもう１つは、平成32年度までという計
画ですけれども、その中で前倒しでもできないのかどうか。平成32年度と言わずに31年度
までとか、そういう意味での（３）の急ぐべきではないかという質問であります。
　それから２点目に、町長の選挙公約を問うということで、４月に選挙が行われたわけで
すが、そういう中で特にこども医療費については、中学校卒業までと実現していますけれ
ども、高校卒業までの医療費の無料化を公約に掲げていましたので、その実施についてど
ういうふうな計画で行っていくのかというのをお聞きしたいと思います。それから子供の
医療費が無料化で窓口での支払いもなしと、現物給付というふうになっていますけれど
も、ただ重度心身障害者の医療費窓口の無料化はできていないと、これは制度が違うとい
うこともあってと思いますけれども、しかし、障害者の皆さん方が窓口の無料化はまだな
っていないと。それはどうしてなのか、そして今後どういうふうにやっていくのか。その
点をお聞きしたいと思います。
　それから３点目にシルバー人材センターの設立ということですけれども、これも何度も
質問をしてきましたが、大体がこれまで需要と供給の問題、それから財政の問題などが理
由に挙げられてできてきておりません。それで前の城間町長にもお聞きしたんですけれど
も、城間前町長はこういうことをおっしゃっていたことがあるんですね。これは私たち大
城　毅議員と２人で、これは大分前の話ですけれども、南風原町議会日本共産党議員団と
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しての予算編成に当たっての申し入れを2006年に行ったことがあるんです。そのときの町
長からの答弁書です。ちゃんと町長の印鑑も押して答弁されているんですけれども、その
中でシルバー人材センターに向けての予算措置をしてくださいということで質問いたしま
したら、シルバー人材センターの設立によってふえ続ける高齢者に対する就業機会を提供
することは、高齢者の生きがい対策の１つとしても重要なこととして考えていますと。つ
まりシルバー人材センターについては、それは大事だと。だけども需要と供給の問題とか
お金の問題云々で…、要するに重要なことと考えています。しかし、現在の社会情勢や町
の財政状況から照らして受託事業件数や管理運営費に不安要素がありますので、今のとこ
ろセンターの設立については考えていませんと。そういうふうな城間前町長の考え方でし
た。シルバー人材センターについてはいいことではあるんだけれども、財政問題に不安要
素があるんだということがありました。ところで、赤嶺正之町長、このシルバー人材セン
ターについて、町長はどういうふうなお考えなのか、その点をお聞きしたいと思います。
（１）ですね。それで（２）は、済みません、これはちょっと「高齢者率」ではなくて「
高齢化率」ですね、間違っています。済みません。高齢化率が上がってきている中で、例
えば年金が削減されるとかいろいろお年寄りの皆さん方の生活が大変厳しい状況ができて
いる、こういう中でシルバー人材センターを設立することによって高齢者の社会参加で生
きがいづくり、それとまた収入も得られるということを考えますと、シルバー人材センタ
ーの設立は必要ではないかと考えます。いかがお考えでしょうか、その点をお聞きしたい
と思います。
　それから４点目に、町内小中学校、それから公共施設のトイレの洋式化はどうなってい
るかということの質問です。小中学校のトイレの洋式化は何度かここでも取り上げられて
きて、洋式化に向けてやっておられるようですけれども、現在、どれほど進んでいるのか
をお尋ねしたいと思います。それから公共施設のトイレの洋式化はどうでしょうかという
ことです。いろんな公園がありますし、それから運動場、体育センターとかふれあい公園
とかが南風原町内にはたくさんあります。そういうところの洋式化、その点はいかがでし
ょうかということの質問です。以上、よろしくお願いします。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　宮城寛諄議員のご質問にお答えいたします。まず質問事項１番目の
幼小中学校への空調機（クーラー）の設置計画についてでございますけれども、詳細に関
しましては、副町長あるいはまた教育長から答弁をさせていただきますけれども、私とい
たしましては、先ほど寛諄議員のご質問の中にございましたように、ようやくここまで来
たかという感じでございます。寛諄議員を初め、あるいはまた赤嶺奈津江議員、お二人が
常に子供たちの環境整備のことを取り上げていただきまして、やはりこれは何とかしない
といけないということがございまして、このたびの計画に至ったということでは改めてま
たお二人の議員にお礼を申し上げたいと考えております。先ほど申し上げましたように、
詳細につきましては、副町長あるいは教育長から答弁をさせていただきます。
　２番目の町長の選挙公約を問うのご質問でございますけれども、（１）でございます
が、高校卒業までの医療費の無料化につきましては、県内で既に実施をしている自治体か
ら情報を集め、分析をしているところでございます。その結果を踏まえて計画を立ててい
く予定でございます。（２）の重度心身障がい児の医療費窓口無料化についてのご質問で
ございますけれども、この件に関しましては、私、選挙公約で具体的に明記はいたしてお
りませんけれども、トータルといたしまして、福祉のまちづくりというところで児童、高
齢者、障害者の皆さんの福祉の充実に取り組んでいくということを掲げてございますの
で、この件に関しましても議員の方々がご承知のとおり、城間前町長が窓口無料化につい
て県に要望しておりますので、私も引き続き県のほうに要望してまいりたいと考えており
ます。
　以降の質問事項、３番目、４番目に関しましても副町長、教育長から答弁をさせていた
だきます。以上です。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　お答えいたします。まず、大きな質問項目１点目です。幼小中学
校への空調機の設置計画ということですが、最初に幼稚園についてです。これにつきまし
ては４幼稚園への設置完了は、平成32年度を予定しているということです。（２）でござ
います。小中学校に関してですが、小中学校に関しても完了は平成32年度を予定している
ということです。（３）の空調機の設置を急ぐべきではないかということでございます
が、空調機の設置には教室等の一部改修や学校の諸活動との兼ね合いもあることから、平
成32年度を計画しておりますが、国の補助金、それから本町の財政事情、そういったもろ
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もろの条件が合えば前倒ししていくという考え方も持っております。
　続きまして、大きな質問の４番目、小中学校と公共施設のトイレの洋式化でございま
す。小中学校のトイレの洋式化は、小学校が67％、中学校が47.3％となっております。以
上でございます。
○議長　宮城清政君　副町長。
○副町長　国吉真章君　質問事項３点目のシルバー人材センターの設置を。（１）と
（２）については関連しますので一括してお答えします。町の人材を活用する事業として
は、まずは町社協が実施しているファミリーサポートセンター事業、そしてまちづくりサ
ポートセンター事業があります。町が実施している事業としましては人材サポートセンタ
ー事業があります。この３つの事業を充実させることで高齢者の生きがいづくりにもつな
がると考えております。
　質問事項４点目の町内小中学校、公共施設のトイレの洋式化の（２）についてお答えし
ます。ほぼ全施設において洋式化されておりますが、一部の施設においては利用者の要望
により和式を残しております。以上であります。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　一問一答方式でやっていきたいと思います。幼稚園について、平成
30年度から32年度までで終わるという、このハイさいよーさんに掲げている、そのとおり
だということですよね。是非それをやってほしいんですけれども、ただ全体的に、クーラ
ーについて、全体的な話としてですけれども、これまでもクーラーについて、実は各小中
学校から特に暑い教室を校長先生に上げてもらって、１校ずつやっていくんだということ
を皆さん方、町長も教育長のころ答えられていたんですけれども、じゃあ、１校ずつやっ
ていくのかなと思ったら、実施計画にものっていないとかそういうことも実はあったんで
す。ですから私は、こういうふうに予定ちゃんと、今年度にも予算をつけてそういうふう
にやるんだというふうになっていますけれども、例えば今年度は４幼稚園で８教室できる
んだと、次年度はまた６教室なんだということを予算のほうでは書かれているんです。本
当にそのとおりできるのかなというのが心配。確実にことしの分は、この点はやるんだと
いうことはそれはできるんでしょう、ちゃんと予算を組んでいるわけですから。それから
小中学校についても設計ですか、それに委託料を組んであるわけですから、それはできる
んでしょう。その後、実際にやっていくために皆さん方はその予算というのは、今新しい
実施計画にはちゃんとのせてあるのか、平成32年度までにその予算を幾らというふうに。
その辺がちょっと心配なものですから、途中でちょっと財政状況が悪くなったというふう
にならないかなというのが心配で、その辺は優先してやってほしいと思います。それとも
う一つは、早目にやってくれというところの答弁で教室等の一部改修云々書いてあります
けれども、南風原町はこれまでオープン教室ということでやってまいりました。それがよ
しとしてやってきたわけですけれども、しかしクーラーをつけるには、教室全体を冷やさ
ないと、オープンになっているわけですから、なかなか難しいと。だからそれらの改修も
必要、そのことだと思います。この答弁は。それがあるので前倒しはできないんだという
ことだと思いますけれども、そういうこともあって、そういう改修も含めて大丈夫なのか
という心配もあるわけです。実際に年度年度で改修工事がどれぐらいかかるのかもよくわ
かりませんし、これからということですから、その辺は皆さん方の構えとして、覚悟とし
て、どういうふうにやっていくという、これはもうはっきり平成32年度までやっていきま
すということで私は捉えてよろしいんでしょうか、その点をお伺いします。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　お答えします。計画どおりしっかりと進めてまいりたいと思い
ます。先ほどの質問にありました事項については、南風原町の中期財政計画のほうにもそ
の計画を充てております。ご心配の計画が、延びる延びないの部分についてもじっくりこ
ちらのほうで検討して、そういうことがないようにこちらのほうで進めてまいりたいと思
います。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　是非そのことを実施してほしいと思います。きのうの質問の中でも
子供たちとの約束なので、その辺はちゃんとやっていくということを答弁なさいました。
これは子供たちとの約束を是非守ってほしいと思いますし、私はそれよりも子供たちが勉
強できる環境を整えてあげるというのは大人の仕事ですし、行政の仕事です。子供たちと
約束をする前に、そういう環境を整えていくというのがその前にないといけないと私は思
います。これまでが30度を超える教室で授業をさせてきたというのが、大変な落ち度だと
思いますし、いろいろ事情はあったんでしょうけれども、そういう環境を整えてあげる
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と、これは絶対的に行政がやることですし、それを是非考えてやってほしいと思います。
その点はそれで終わりたいと思います。
　あと高校までの医療費の無料化は他の市町村を見ながらということですが、他の市町村
を見て検討することも結構ですけれども、ただ南風原町はこれまでも他の市町村を心がけ
て見たかどうかわかりませんけれども、その医療費については先進的な役割をして、国か
らのペナルティーも城間前町長は受けて立つと。それぐらい子供たちの医療費の無料化、
要するに貧困対策もひとつあるんですけれども、覚悟してその辺は先頭を切ってやってき
たということがあるんです。ですから、そういう立場に立てば18歳まで、例えば国民健康
保険手帳も親が滞納しているところがあったにしても、子供たちには健康保険手帳を渡す
というふうな方向が、今全国ではそういう方向です。子供たちに医者にかかれない、こう
いう状態をつくらないということがもとにあるわけです。ですから高校までの医療費の無
料化についても、私は早急に南風原町が先陣を切ってでも、もちろん先にやっている市町
村もありますけれども、やってほしいというふうに思いますし、また重度心身障害児の皆
さん方にも窓口無料化を是非やってほしい。今度新しく償還払いから自動償還払いになっ
たことは一歩前進だということですけれども、しかしそれでもまだ窓口で支払いをしなけ
れば医者にかかれないということですので、その辺は県の条例も見せてもらったんですけ
れども、これで特に償還方式をしなければならないという文章はなかったんですけれど
も、多分３条の助成をした場合に補助しますよと、この文章ではないのかと思いますけれ
ども、しかしながら子供たちに障害を持っている皆さん方は償還方式ではないですと。そ
れではちょっと酷じゃないですか。その辺はもっともっと前に進める形で、皆さん方、取
り組んだらどうですか、その点をお伺いしたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　お答えします。まず、こども医療費の高校卒業までの医療費無
料化については、先に取り組んでいます自治体の情報というのは、１人当たり大体どれぐ
らいの財政負担があるのかとか、そのあたりを最新の情報を収集しているところです。現
物給付ではないんですが、これは高校までやっているところも現時点で、まだ自動償還払
いですので、その辺も含めて情報収集して、本町は高校卒業までの拡大については、当然
現物給付での同じような対応になっていきますので、その辺の違い等も加味しながら、し
っかり調査研究して取り組んでいきたいと考えています。
　あと重度心身障害者の医療費助成に関しては、我々こども医療費助成の現物給付に当た
って、医療費助成には３つの医療費助成がございまして、母子父子家庭の医療費助成もあ
ります。この３つの医療費助成について同時にやりたいということで県には申し上げまし
たが、残念ながら、ご承知のとおりこども医療費助成についても長い時間かかりました。
この重度心身障害者医療費助成についても、まだ県のほうについては、現物給付の見通し
はございません。同じように母子父子家庭についてもないと。この重度心身障害者医療費
助成の要綱においては、先ほど議員がおっしゃっていたとおり、第３条の補助対象経費、
こちらが県のほうとしましては、市町村が対象者に対して医療費を助成した場合における
ものが対象経費であると。現物給付になると市町村は病院に支払いますので、本人には払
っていないということで、それで現物給付は対象外なんだということでございますので、
議員おっしゃるとおり我々もこの重度心身障害者の部分について、是非現物給付の導入に
向けて取り組んでもらいたいということは、これからは要望していきます。できました
ら、県議会のほうでもこのあたりも是非取り上げていただけたらと思います。以上でござ
います。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　高校卒業までの医療費の助成と、それから重度心身障害者、母子父
子家庭のこともおっしゃっていましたけれども、そこも含めて、ちょっと県の条例の関係
で難しいということですが、是非これは、何というんですか、子供たちに区別をつけたら
おかしいと思うんですよね。その辺は一緒になってやるべきだと、私はそういうふうに思
います。条例がちょっとネックになっていますけれども、城間俊安前町長はそれを乗り越
えて現物給付をやったわけですけれども、今度の赤嶺町長はこの辺は、そこを踏み越えて
やっていくという決意はございませんか。それともう一つは、せめて任期中にこの辺は解
決するというふうに私は是非やってほしいと思いますけれども、どうですか、その辺は。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　お答えします。前町長、国のペナルティーは受けて立つとおっ
しゃって、そしてそのとおりそれに向けて取り組んでいきました。県のほうとは直接町長
みずから伺いまして、県知事にも要請しまして、これまでのこの経緯は十分ご承知と思い
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ますが、そのような形でなっていって、県の要綱の改正になったわけです。現時点ではこ
の重度心身障害者医療費も町が現物給付にすると、県の補助金を受けられません。プラス
またその分の国保の部分についてもペナルティーもかかってきます。一番、とにかく大き
いのは県の補助金が受けられなくなるということですから、そこは受けて立つわけにはい
きませんので、引き続き要請していって、県の理解を得たいということでございます。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　今度通告していないんですけれども、その受けられなくなる額とい
うのは大体ご存じですか。以前の、こども医療費のあれはたしか6,000万円ぐらいだった
のかなというふうに記憶、思うんですけれども、もしわかるんでしたら教えてもらえませ
んか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　この重度心身障害者の医療費助成の対象者は障害者手帳を持っ
ておられる方でゼロ歳から大人までいらっしゃいます。平成29年度の実績でいいますと
649名の方がそういった受給の資格がありまして、県の補助金の対象となる部分で5,100万
円余り、この半額が県の補助金となりますので、約2,550万円ぐらいです。町はこの助成
については町単費で、県の補助の枠を拡充して単費での補助もしております。その分は金
額にしては24万円ほどではあるんですが、この拡充の部分というのが、県の要綱以上に身
体障害者手帳の３級プラス療育手帳のＢ１を持っている方とか、あるいは療育手帳のＢ１
を持っていて障害年金１級を受けている方とか、療育手帳Ｂ１のプラス特児の１級を持っ
ている。このような形で町は拡充して補助の対象者を、助成を受けられるようにしており
まして、県内ではそこまで拡充しているのは本町と那覇市だけという状況で、そういう形
でやはり福祉のまち南風原ということでそういった部分をこれまで拡充してきてはいます
が、いかんせんこれを現物給付にしますと、先ほど申し上げた金額が県から入ってこない
状況になりますので、そのあたりはしっかり県のほうに要請していきたいと思います。以
上です。
［宮城寛諄議員より「休憩願います」の声あり］
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午前10時33分）
再開（午前10時34分）
○議長　宮城清政君　再開します。11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　今、重度心身障害児の医療費の問題について現物給付できないかと
いうことですけれども、県の条例があっていろいろ難しいと。通告は出さなかったんです
けれども、先ほど対象者、中学校卒業までどれぐらいいらっしゃるかとお聞きしましたら
28名だというふうにおっしゃっていました。それについて少ない人数だと考えていますけ
れども、その辺も含めて、南風原の子供たち全て現物給付というふうにやってほしいと私
は思います。その辺はもう少し、その辺のペナルティーがどれぐらいかかるのか、補助が
受けられなくなるのがどれぐらいなのかというのをもう少し綿密に調べて、その辺をでき
る方向でやってほしい。町長も是非その辺はやってほしいと。子供たちに、どの子供たち
もというふうに私は思います。もちろん医療費の補助をもらっている制度は違うわけです
から、それはどこから金が来るか、難しいとは思いますけれども、しかしながら南風原町
の子供たちですので、障害者、母子父子の家庭はちょっと違うんだということがないよう
にしてほしいと思いますけれども、その辺の見解をお聞きします。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　議員がおっしゃいますように、確かにこども医療費の、南風原
町でのこども医療費助成対象となる年齢の重度心身障害者医療費助成の対象者数は28名と
いう数ではございます。そのあたりのこの部分を現物給付にした場合の県からの得られな
くなる交付金の額とか、そのあたりを算出しながら、議員がおっしゃいますように、我々
も重度心身障害者医療費助成は現物給付が望ましいというのは同じでありますので、その
交付金が受けられなくなる部分も確認しながら、今後検討し、また県にはそのあたりも要
請を続けていきたいと思います。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　是非、その辺は現物給付が望ましいという考えのようですので、県
にも要請していって実現するようにやってほしいと思います。町長が答えないので残念で
はありますけれども、是非お願いします。
　次のシルバー人材センターのほうに行きたいんですけれども、シルバー人材センターの
見解を問うというふうに私は質問したんですけれども、設立の問題と見解と同時に答弁さ
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れてしまいまして、このシルバー人材センターについて、町長の見解をお聞きしたいと思
います。南風原町でこのシルバー人材センターをつくるのかつくらないのかということで
はなくて、シルバー人材センターがあちこちにあります、県の連合会もあります。そうい
うふうにシルバー人材センターというものは、どういうふうなものか、是非その辺の見解
をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　シルバー人材センターに関するご質問にお答えいたします。見解と
いうことでございますけれども、シルバー人材センターに関しましては私のイメージとい
いますか、それが２つございまして、１つはこれまでの考え方といいますか、皆さん方も
ご承知のようなシルバー人材センターですね、既存の。那覇市や西原町にあるシルバー人
材センター。もう一つの考え方といたしまして、高齢者の先輩方が退職なさって、まだま
だお元気だけれども、何とか自分のこれまで培った長年の知識や経験、技能等が生かせる
ような場がないかどうかと、そういったふうな考え方もあるわけでございまして、それを
例えば、今実際やっている学校応援隊はえばるみたいなボランティア活動ですね、あるい
は有償のボランティアでもいいかと思うんですけれども、そういった先輩方のこれまでの
経験と知識、技能、そういったものを協働のまちづくりという格好で生かせないかどう
か、それをしっかりとコーディネートする部署があって、福祉あるいは産業、そういった
ところに生かしていただくと。そういったふうな高齢者の皆さんの生きがいづくりと言い
ますか、場づくりにもなるのかなというイメージがございます。ですから私としてはそう
いった方向にシフトしていきたいんですけれども、従来のシルバー人材センターに関しま
しては、先ほど来、2006年あたりにお答えいたしましたような課題があるということでな
かなか踏み切れなかった現状があるというふうに認識をいたしております。以上です。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　町長、今町長がおっしゃったように、１番目と２番目、私はこれを
兼ね備えたのがシルバー人材センターだと思っているんですけれども、今のシルバー人材
センター、これまで培った技術や技能、先輩方の知恵を拝借して、それを用立ててほしい
という方に与えているわけです。それともう一つは、これまでなかった技術をシルバー人
材センターで講習を受けて、新しい技術といいますか、技を磨くと、それを活用するとい
うこともやられているわけです。ですから、今町長がおっしゃったような、そういうもの
の先輩方を是非集めて、集めてと言ったらおかしい、要するに希望者を募って、その皆さ
ん方がやっていくというのがシルバー人材センターだというふうに私は考えております。
これまでも南風原町でいろいろ、ファミリーサポートは子供たちの預かりですけれども、
あとまちづくりサポートセンター事業とか産業振興とか、畑を利用するとかいろいろやっ
ていますけれども、じゃあこれで十分なのかと、これを充実させながらと言うけれども、
どういうふうに充実させてきたのか、これまで。その辺をちょっとお聞きしたいと思いま
す。この３つのことで南風原町の町民の皆さん方からこういうことをしてほしいという要
望があったときに、例えば庭の草を刈ってほしいとか、木の剪定とか、車庫をつくると
か、壊れたところを直してほしいとか、そういうこともあります。そういう事業もやって
いますし、それからシルバー人材センターをつくれば町の委託された今の社会福祉センタ
ーとか、今、産業振興課の中にあったりするのかな、そういうところとか、サポートはこ
ども課でやっているのかな、そういうこととかではなくて、法人としてやれば新たな事業
もできてきますし、どんどん広がっていくというふうに私は思います。どうですか、現
状、この３つの事業でどのように町民のニーズに応えているのか、お答えをお願いしま
す。
○議長　宮城清政君　産業振興課長。
○産業振興課長　金城克彦君　では説明いたします。議員のおっしゃるとおりシルバー人
材センターの取り扱う仕事は、主に清掃、除草、剪定、公園等の管理や家庭の援助サービ
ス、送迎等、また子育てサービスがあります。清掃とか剪定、公園等の管理については、
現在、町のほうで高齢者を雇用し、維持管理を行っております。また庭の手入れや家事の
援助サービスなど送迎関係についてはまちづくりサポートセンターにて業務を行っており
ます。子育てサービスセンターについてはファミリーサポートセンターにて同様な業務を
行っております。そのような状況です。以上です。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　これまでの資料を見せてもらったんですけれども、ファミリーサポ
ートセンターというよりも、まちづくりサポートセンター、今活動実績、平成29年374人
というふうになっています。それでこの皆さん方が活動実績374人というのは、多分件数
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であって、累積ですよね。何名でやっているということと違いますよね。ここに何名参加
しているかということとは違いますよね。この辺をちょっとお聞きしたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　まちづくりサポートセンターとファミリーサポートセンターに
ついては民生部で所管しておりますのでお答えします。まちづくりサポートセンターにつ
きましては、平成29年度、活動件数のほうは先ほど議員がおっしゃっていたその件数で、
このまちづくりサポートセンターに登録されている方ですね、これの提供会員、要するに
私はこういうものができますからというふうにして、いろんな技術が、あるいはお手伝い
を提供できる会員が、平成29年度は124人、そのうち60歳以上の方が60人いらっしゃいま
す。仕事をお願いする方、依頼会員も登録されておりまして、その依頼会員も毎年ふえて
いますが、平成29年は150人、そのうち60歳以上が111人と。合計しますと284人の方がこ
のまちづくりサポートセンターにかかわり、半数以上の174人が60歳以上という状況でご
ざいます。それからファミリーサポートセンターにおきましては、提供会員が90人の登録
がいらっしゃいまして、そのうちの40人が60歳以上の方となっておりまして、60歳以上の
高齢者の方々におかれましても、このような形でまちづくりサポートあるいはファミリー
サポートという形でいろいろかかわっていただいているという状況でございます。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　このまちづくりサポートについて言えば60人の方が111件の事業を
やってきたということですよね。人数としてはそれだけ、60歳以上の方が374となってい
るけれども、そうじゃないというふうに見ます。それから人材サポートセンターの実績と
いうのもあるんですけれども、新規求人登録者数というのは、これと新規求職登録者数と
いう、この点の意味を教えてもらえませんか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　まず、１点目につきましての374件というのは合計で374の依頼
件数があったということです。その依頼されたもの対して、労務、お手伝いしたり剪定し
たり、そういったことができるということで登録されている方が124名いて、そのうち60
名が60歳以上ということでございます。
○議長　宮城清政君　産業振興課長。
○産業振興課長　金城克彦君　ご説明いたします。今、お手元の資料にある新規登録者数
122名、新規求職者数が82名が登録してありますけれども、これは登録の累計になってい
ます。今現在、最終的に動いているというか、活動しているのは登録会社数が113社、求
人者数が55名、そのうち60歳以上が14名となっています。以上です。
［宮城寛諄議員より「休憩願います」の声あり］
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午前10時49分）
再開（午前10時50分）
○議長　宮城清政君　再開します。11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　まちづくりサポートセンターのほうで374件の仕事があったという
ことだということで、そういうことになるとそれなりの需要はあるというふうに考えてよ
ろしいかと思います。そういうことであれば、私はこれから高齢化がどんどん上がってき
ている状況の中で、そういう皆さん方の、先ほど町長もおっしゃっていましたけれども、
会社を辞めてリタイアして、その後の仕事、それだけ培ってきた技術を生かしていくとい
うシルバー人材センターは是非必要だと思います。皆さん方が出した資料かな、南風原町
高齢者にかかわる推計というのは。いま、2016年度で高齢化率16％、それで2020年、その
ときには20.8％、それから25年度では22.9％、もちろんこれは全国平均よりずっと少ない
ということですけれども、それでも南風原町のほうはどんどんふえていくという、高齢者
の数が16年度で6,002名から、20年度で8,014名、25年度で9,015名というふうに2,000人と
か、その後1,000人とか、今から約3,000人以上ふえていくという。こういう状況の中でや
っぱり町長がおっしゃった、皆さん方の技術を生かしていくというこの場が、私はそのま
ちづくりとかファミリーサポートとか人材サポートセンターと、これは再就職になるんで
すけれども、そういうところだけでは足りないんじゃないかと思います。そういう意味で
はもう少しほかのところも調べてやってほしいと思いますけれども、今後の高齢者福祉に
対しての考え方、その辺をお聞きしたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　高齢者の福祉に関するということでございますのでお答えしま
す。本町におきまして、高齢者福祉ということで、今年度も高齢者福祉計画を策定して、
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いろいろな取り組みを実施しているところでございまして、そういった部分ではしっかり
その計画に沿って取り組みを進めていきたいと。今、高齢者が地域で生き生きと活躍し
て、元気で過ごしていけるための施策としていろいろ取り組んでおりますが、そういった
中においても、例えば課題となっている部分は、きのう赤嶺奈津江議員から質問のありま
した買い物弱者の部分です。これをしっかり我々も何とかいろいろな施策を今後導入して
取り組んでいかないといけないというふうに課題として捉えております。ご質問のシルバ
ー人材サポートセンターに関しましては、このまちづくりサポートセンターがそのシルバ
ー人材センターの役割の一部を担えるような形で社協で取り組んでおりまして、このまち
づくりサポートセンターの仕組みというのは他の市町村ではないような状況、他の市町村
はシルバー人材センターがあるところがありますので。ないということで南風原町はこう
いった事業をやっているわけでございまして、実際このまちづくりサポートセンターに登
録して働いている方は、一時的に収入を得たい方にも対応できている状況でもあります。
これまで他市町村のシルバー人材センターを調べていっていますが、シルバー人材センタ
ーを運営するに当たっては当然受注しなければ運営できないわけでありまして、その受注
の６割とかが、ほとんど公共からの受託事業でございます。どのような内容かというと、
ごみの収集とか、あるいは道路の清掃、公園の清掃、ほぼその部分でシルバー人材センタ
ーの運営がどうにか成り立っているという状況。本町の場合はごみ収集に関しましては、
これはもう当初から障害福祉の施設のほうに委託をしているわけでございまして、これを
シルバーに移すわけにはいかない。それから公園とか道路の清掃でございますが、先ほど
産業振興課長からありましたように、すぐやる班というところで町が直接雇用して高齢者
の就労の場となっているということでございまして、この２つをシルバー人材センターの
運営から、シルバー人材センターのほうに委託できないとなると、シルバー人材センター
そのものの運営が相当厳しくなるというのが、我々のこれまでの調査研究からそういう結
論に至っておりまして、そのかわりとなる受け皿としてこの３つの事業に取り組んでいる
わけでございます。このまちづくりサポートセンターには60人の60歳以上の方が登録し
て、いろいろ活動してもらっています。これも平成26年には32人だったのが、今はもう倍
になっていると。年々登録者数もふえてきておりますので、しっかりこのあたりを広報活
動して、どんどん登録会員をふやして高齢者の活躍の場の一つにしたいと考えています。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　運営が厳しいと、厳しくなるということがそれをやっていない大き
な理由だと確認しておきたいと思います。それとまちづくりサポートと公園の草刈り等、
それで十分にやっていけるというふうにお考えだということのようです。私はほかの市町
村のところももっともっと調査してほしいと。シルバー人材センターをつくることによっ
て独自の事業を展開することができるし、その辺が一番、人材センターのメリットじゃな
いかというふうに思います。時間がありませんので途中でやめますけれども、是非その辺
はもう少し他の町村も調査をしてほしいと思います。
　次に公共施設のトイレのほうに移りたいと思います。この質問を出して公園等を調べて
みたんですけれども、今、洋式のトイレがあるところは、陸上競技場が男子、女子とも
半々ですね。それから山川の体育センターが全て和式というふうなところです。それと本
部公園の上のほうにあるのが、あれが男女とも１つずつ…、男のほうに１つあったのか
な、というふうになっています。その辺は洋式化する予定はあるんですか。
○議長　宮城清政君　まちづくり振興課長。
○まちづくり振興課長　金城政光君　お答えします。公園のトイレについては、陸上競技
場周辺が、特に和式トイレが多いです。主にはスタンドですね、その辺に和式トイレが多
く存在しております。これは競技者にとってはそれがいいという判断で、当初そういう形
でやったと聞いております。必要に応じて、洋式に変えてきておりまして、今トイレ１カ
所について、洋式がないというところはございませんので、そういうふうに必要に応じて
変えていきたいということです。そういうふうに変えてきて、現在、これで足りていると
考えております。
［宮城寛諄議員より「休憩願います」の声あり］
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午前10時59分）
再開（午前11時00分）
○議長　宮城清政君　再開します。まちづくり振興課長。
○まちづくり振興課長　金城政光君　失礼しました。先ほどの答弁のお答えは、都市公園
についてのお答えでした。修正します。
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6月19日（第3号）一般質問 
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　それでは追加で、体育センターの部分ですね、今整備の予定で
すけれども、今現在、教育のほうでその予定は立てておりませんので、確認を現場のほう
にさせて、また検討させていただきたいと思います。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　確認していないので、今から調べますということなのか、今そう言
ったのか。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　状況をですね、今現在どういった状況なのか再度確認させてい
ただきたいと思います。
○議長　宮城清政君　11番　宮城寛諄議員。
○11番　宮城寛諄君　是非、洋式化に向けてやってほしいと思います。新しい公共施設は
全部そうですのでよろしくお願いしたいと思います。
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午前11時02分）
再開（午前11時15分）
○議長　宮城清政君　再開します。
　それでは、通告書のとおり順次発言を許します。10番　大城　毅議員。

〔大城　毅議員　登壇〕

○10番　大城　毅君　こんにちは。それでは今期最後の一般質問を申し上げます。まず、
赤嶺正之町長におかれましては、町長選の勝利、そして町長就任まことにおめでとうござ
います。心からお祝い申し上げます。町民の負託に応えて町民利益最優先で町政発展に邁
進をしていただきたいと期待いたします。私は選挙においては、むしろもう一方の側に立
ちましたけれども、町民の審判が下った上は、赤嶺町長に町民が主役のまちづくりの約束
にたがわぬ働きを期待いたします。私ども南風原町議会の日本共産党議員団は、町民の暮
らしの前進に役立つ、例えばこども医療費の拡充、学習環境の改善になるクーラーの導入
などは、全力でともに進めてまいりますし、逆に暮らしを圧迫したり後退させるような施
策、あるいは税金の無駄遣いなどには堂々と議論をし、きっぱりとした判断をしてまいり
ます。町民の暮らしを基準に是々非々で対応してまいりますということをまず最初に述べ
させていただきます。
　まず、１．町長の基本的政治姿勢を確認させていただきます。（１）に、国政において
ですが、憲法改正を模索する動きがあります。これに関する町長の見解を伺いたいと思い
ます。次（２）、現在、国会において国の役所の公文書隠蔽や改ざん、大臣自らがセクハ
ラを擁護したりする。国有財産不当な値下げ、総理大臣友人への不当な許認可などの疑い
が晴れないこの国の国政を町長はどのように評価いたしますか、お聞きいたします。
（３）に消費税が平成26年に８％に上げられ、来年10月には10％にされようとしていま
す。町長は、消費税とその引き上げをどのように思いますか。（４）に、2014年の名護市
長選挙、知事選挙、続く衆議院選挙、参議院選挙と辺野古新基地の是非が重大な争点とな
り、いずれも辺野古新基地を否定する候補が勝利したにもかかわらず、国はこの工事を強
行しています。地方自治の本旨とのかかわりでどのように思うか、お聞きいたします。
（５）に、町長は選挙戦において、新基地建設反対、普天間基地の閉鎖、オスプレイ撤去
を求めた建白書を堅持と明記しています。その点では、翁長県政と立場を同じくしますけ
れども、この秋に予定される県知事選挙では翁長県知事を推すかどうかお伺いいたしま
す。
　次、２．町長の７つの政策宣言から幾つか伺います。まず、全町民参加型平和運動の構
築とありますが、具体的には何を指しているのか示していただきたいと思います。先ほど
寛惇議員からもありましたが、小中学校和式トイレを洋式化とありますが、学校の建てか
え時に洋式化をするという意味なのか。時期を示していただきたいと思います。（３）
に、これもありましたけれども、これは通告書では医療費無料化と書きましたが、高校卒
業までの医療費窓口無料ですね。先ほど民生部長も答弁の中でそういうふうにおっしゃっ
たと思います。いつ、どのように実現をするのか示していただきたいということです。
（４）に、公共工事の町内業者優先発注とあるが、これまでのあり方への評価がどうなの
か。これまでと何がどう変わるのか具体的に示していただきたいということでございま
す。
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　次、３．待機児童解消、保育士不足へどう対応するかということで３点ございます。こ
ども子育て計画を前倒し実施してもなお、今年度初め194人の待機児童があると聞いてい
ます。過去には弾力化という仕組みはなくしていくと、弾力化枠をなくしていくとも答弁
しています。どのように解消するのか伺います。（２）の現在、保育士不足が大きな課題
になっています。どう解決を図るかお伺いします。（３）に、保育士を初め、保育従事者
のニーズ、環境の現状・課題を明らかにすべきではないかと考えますが、いかがですか。
　次に４．町内農業の振興の観点から地産地消を図りつつ、こどもの貧困対策の観点から
は学校給食の保護者負担軽減を図るべきではないかということで３点ございます。（１）
こどもの貧困対策の観点から、学校給食費の保護者負担を軽減する施策を講ずるべきだが
どうか。（２）同時に町内農業振興の観点から町内農産物の学校給食活用を計画的に増や
すべきだがどうか。（３）昨年度の学校給食共同調理場運営委員会で値上げの、これは議
案と書いてありますが、議決がありました。この議決は撤回すべきだと考えますけれど
も、これがどうなっているのか伺います。
　５つ目に、これは先ほどの寛諄議員の質問ともかぶりますが、シルバー人材センターの
設立で高齢者のいきがい、収入確保をということで伺います。（１）シルバー人材センタ
ーの意義は前町長も認めているが、改めて新町長の認識を伺います。それから先ほどあっ
たファミリーサポートセンター事業など３事業で住民ニーズはそれでは十分に果たされて
いるか、みたされているということについて伺います。そういう認識なのかどうか伺いま
す。
　６．住宅リフォーム制度が設立当初1,000万円だったものが、今年度たしか200万円でし
たか、これは確認したいですが、額が小さくなっています。町民の住宅リフォームについ
てのニーズは旺盛だと私は認識していますけれども、このニーズに応えて制度を拡充すべ
きではないかと考えますがいかがでしょうか。
　次に７．町道129号線、これは側道の与那覇から喜屋武に向かっていく、南向け。そこ
のその側道に沿った農道というか、町道になっています。何回か議論しています。農業を
振興する意味からも南城市境界沿いの町道未改修部分の整備を急ぐべきではないかという
ことで改めて見解を伺います。
　８．バス停の屋根設置を急ぐべきだがどうかということです。バス利用者の利便性だけ
でなく、バス利用の促進は交通渋滞対策、排ガス対策の上でも利便性を高める必要があ
る。その観点からバス停の屋根設置は急がれると思うけれども、どうでしょうか。よろし
くお願いいたします。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　大城　毅議員の質問事項１の町長の基本的政治姿勢に関するご質問
にお答えをいたします。（１）でございますけれども、現憲法は、国民主権、基本的人権
の尊重、平和主義を国の方針とし、戦後の我が国の発展と国際貢献に重要な役割を果たし
てきました。そういう意味からしましても、現行憲法を評価しておりまして、現段階で改
正をする必要はないと、そういうふうな考え方でございます。（２）でございますけれど
も、ご指摘の各問題につきましては、国政においてしっかりと調査を行い、国民に説明責
任を果たすことが重要ではないかと考えております。（３）の消費税に関するご質問でご
ざいますけれども、消費税の増税は年金介護、医療及び子育て支援といった社会保障の安
定財源の確保及び財政の健全化を達成することを目的に行われますが、国民に不安や不満
を抱かせる増税であってはいけないと考えております。増税分の使途明確化、それを図
り、国民への説明責任をしっかりと行うことが重要ではないかと考えております。（４）
のご質問でございますけれども、地方自治の本旨は住民自治と団体自治であると考えてお
ります。よって、地方自治は住民の意思に基づいて行われ、地方自治体みずからの意思と
責任のもとで行われるべきだと考えております。（５）のご質問でございますけれども、
前町長同様に建白書を堅持する立場でございますが、翁長知事から明確に知事選出馬表明
や公約等が出た後に、改めて判断をしたいと考えております。
　質問事項２、町長の７つの政策宣言に関するご質問の（１）でございますけれども、本
町では、これまで子ども平和学習交流事業、陸軍病院壕公開活用事業等の事業を通して、
戦争の悲惨さや平和の大切さを学ぶ平和推進事業を実施してまいりました。今後も全町民
が参加しやすい記念行事等を開催し、平和のとうとさを広めるための事業を実施していく
ことが全町民型平和運動の構築だと、そのように考えております。（２）でございますけ
れども、和式トイレを洋式化に関するご質問でございますが、建てかえ時にということで
はなくて、設置目標を定めて段階的に取り組んでまいりたいと考えております。（３）の
高校生までの医療費窓口無料化に関するご質問でございますけれども、高校卒業までの医
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療費窓口無料化につきましては、県内で既に実施している自治体から情報を集め、分析を
しているところでございます。その結果を踏まえて計画を立てていく予定でございます。
（４）の公共工事の庁内業者優先発注に関するご質問でございますけれども、指名競争入
札における指名に当たっては、町内に本社、営業所を有し、または代表者が町内に在住し
ている者を町内業者として優先指名をしております。落札もほぼ町内業者が占めており、
町内業者の優先発注につながっていると考えております。入札制度の見直しの必要性につ
きましては、引き続き、国、県、他市町村の状況も調査して検討してまいりたいと考えて
おります。
　以下のご質問に関しましては、副町長あるいはまた教育長から答弁をさせていただきま
す。
○議長　宮城清政君　副町長。
○副町長　国吉真章君　質問事項３点目の待機児童解消、保育士不足へどう対応するか。
（１）についてお答えします。待機児童に関しましては、ことしの３月に見直しをしまし
た町子ども子育て支援事業計画に沿って進めており、現在、90名定員の保育園２園を公募
しているところです。さらに既存園が弾力化で対応している部分については、定員見直し
に向けて取り組んでまいります。（２）についてお答えします。保育士の確保につきまし
ては、町の施策として認可保育園の保育士等の月額3,000円の助成を行っているところで
すが、さらなる保育士確保については、ほかによい方法がないか検討をしているところで
あります。（３）についてお答えします。保育士不足の解消に向けて、町としても県内保
育士に関するさまざまな情報を持っている保育士、保育所総合支援センターと情報を交換
しながら、保育士確保に向けて対応策を検討しているところであります。
　質問事項５点目のシルバー人材センターの設立で高齢者の生きがい、収入確保の（１）
と（２）は関連しますので一括してお答えします。町の人材を活用する事業として町社協
が実施しておりますファミリーサポートセンター事業、まちづくりサポートセンター事
業、町で実施しております人材サポートセンター事業があります。この３つの事業を充実
させることで高齢者の生きがいづくりにもつながっていくものと考えております。
　質問事項６点目、住宅リフォーム制度の拡充をについてお答えします。平成29年度まで
の住宅リフォーム事業の目的は、緊急経済対策として行っておりましたが、建設工事と事
業者の受注状況等から本事業については事業目的を達成したものと考えております。そこ
で平成30年度より国、県が定める補助事業を対象とする省エネ、バリアフリー、耐久性向
上の３項目について取り組んでまいります。
　７点目の町道129号線未回収部分の整備をについてお答えします。本町で行っている道
路整備は、現在５路線行っており、今後も利用度の高い道路整備を優先に考えていること
から、町道129号線の早急な整備は厳しい状況であります。今後も道路の損傷等は維持、
修繕で対応してまいります。
　８点目のバス停の屋根設置を急ぐべきだがについてお答えします。バス停の屋根設置に
つきましては、公共交通の観点から必要と考えており、管理者へ要請を行っております
が、まだ実施までには至っていないのが実情であります。以上です。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　それでは質問事項４点目、町内農業の振興の観点から地産地消を
図りつつ、こどもの貧困対策の観点から学校給食の保護者負担軽減を図るべきではないか
の（１）でございます。こどもの貧困対策については、要保護、準要保護、児童生徒援助
費等で対応しております。（２）でございます。町内農産物の学校給食への活用を現在も
行っておりますが、可能な限り取り組めるよう関係者等と検討をしてまいります。（３）
でございます。昨年度の学校給食共同調理場運営委員会で審議していただいた学校給食費
の見直し案については、現在のところ撤回はしておりません。以上でございます。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　町長、また副町長、教育長、答弁それぞれありがとうございまし
た。まず町長の基本的政治姿勢に関してですけれども、まず憲法についてですね。選挙
中、赤嶺町長の出したビラについて子細見たつもりですけれども、憲法については言及が
なかったものですから、今回お伺いいたしました。答弁は、答弁書によると現行憲法を評
価しており、改正する必要はないと答弁をいただきましたが、実際の答弁の中では現段階
ではという言葉がついてしまったものだから、あれっと、ちょっと思ったんですが、これ
まで果たしてきた憲法の役割を評価しているということでございますので、現行憲法を改
正する必要はないと。またこの現段階ではというのは、じゃあどういう段階であればそれ
を否定されるのか、もし、今それがわかるのであればお伺いしたいと思います。
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○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　お答えいたします。現段階ではと申し上げましたのは、やはり一定
の国民の議論が進みまして、法律的、制度的に改正の必要があるとか、あるいはそういっ
たふうな、国民の一つの決断が判定された場合、そのときはやはり地方自治の長としてそ
れに従うこともあるのかなと、そういったことが念頭にありますので、やはり現段階では
必要ないという判断でございますけれども、将来的には国民の議論を待ちたいという心境
でございます。以上です。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　国民が決めることですから、それはそうだと思います。ところで、
そういうことではあるんですが、現在の内閣総理大臣は憲法を改定するというふうに公言
をしております。立憲主義の考え方というのは、憲法というのは国民を縛るのではなく
て、逆に権力を縛るというのが考え方だと思います。それなのに縛られているはずの行政
が、権力がこの憲法を変えていくということはとんでもないことだと、行政のほうから音
頭をとって変えていくというのは理屈が通らないはずなんです。これについて町長はどの
ように思われますか。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　お答えいたします。その点に関しましては、私も毅議員と同感な部
分もございますけれども、先ほども申し上げましたように、やはり国民の皆さんが現政権
をしっかりと注視をして、あるいはまた国の状況をしっかりと注視していただいて、議論
をして、判断をすべきだというふうに認識しているということでございます。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　立憲主義については繰り返しません。しかも、今町長も評価された
平和主義、その辺は憲法を名ばかりにして、自衛隊というものを憲法に明記しようかとい
う議論だとか、あるいは自民党の改憲素案には国防軍というものを持つという規定も加え
よう、いろいろ議論があります。結局、戦争のできる憲法に変えようということだと思う
のですが、この点について町長はどのように思いますか。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　お答えいたします。自衛隊に関しましては、議員ご指摘の考え方も
あろうかと思いますけれども、私といたしましては、現段階でも、現憲法でも十分に自衛
隊の役割ということにつきましてはそれを果たしていると。国際貢献であったり、あるい
は災害救助等であったり、特にまた本県につきましてては不発弾の処理等もございますの
で、現段階でも十分に自衛隊の存在といいますか、それは国民が認知しているものだと考
えておりますので、その件に関しましてもあえて改正する必要があるのかなと。その辺は
またこれこそ国民の議論を待つべきだというふうに考えております。以上です。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　わかりました。
　次に（２）ですけれども、先ほど説明責任が十分に果たされる必要があるという趣旨の
答弁をいただきました。それは当然だと思うんですけれども、現在、その説明責任は十分
に果たされていないと、こういう認識だというふうに受けとめてよろしいですか。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　日ごろからマスコミ等の報道も見まして、やはりまだまだ十分では
ないんじゃないかなというふうに考えております。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　ありがとうございます。
　次に消費税に関してですけれども、これについても増税分の使途明確化を図り、国民へ
の説明責任をしっかり果たすことが必要だというような趣旨でした。私はその消費税その
ものについては、所得の低いものほど負担が大きい、弱いものいじめだと、こういう税制
だというふうな批判が強いと、私もそのように思っています。しかも、福祉のためだと言
いながら消費税３％導入以来、社会保障、福祉はどんどん切り下げられてきました。今議
会に寄せられた陳情でも後期高齢者医療費、現在は原則１割負担ですけれども、これを原
則２割にしろというのが財務省から強い意見が出ていて、その方向で進んでいるというこ
とのようです。こういったことについて、消費税は本当に社会保障の充実に役立っている
のかどうか、町長の見解を聞きたいと思います。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　お答えいたします。消費税に関しましては、確かに毅議員おっしゃ
るように、私個人としましてももやもやとしたといいますか、そういったふうな心情的な
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部分はございますけれども、やはり制度として消費税が導入され、税率がしっかりと議論
されて決定していったということでございますので、やはり町の行政を預かるものといた
しまして、その制度についてしっかりと対応していかなくてはならないだろうと考えてお
りますし、答弁でも申し上げましたように、増税分の使途の明確化ですね、それをしっか
りと国民の皆さんに説明をしていただきたいというのが私の考えでございます。以上で
す。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　ありがとうございます。地方自治については、ちょっと私はこの国
のあり方は、地方を本当に大事にしているというふうな行政だと言えるのかということを
問うているつもりですが、それにかなったかどうかはまた今後改めて、議論を深めていこ
うと思っています。それから建白書とのかかわりでは、今後、改めて判断なさるという部
分ですので、それを注視していこうというふうに考えております。町長が掲げた政策の具
体的な点ですけれども、平和行政について全町民が参加しやすい行事等を今後実行してい
くということですので、これも注視して協力できるものであれば一生懸命協力していきた
いと考えます。
　それから小中学校のトイレ洋式化については、建てかえ時ということで待つのではなく
て、目標を設けて、それに向けて段階的に取り組むという答弁でした。この目標ですけれ
ども、もう設定されたんでしょうか。例えば一部和式を残すということなのか、そのとき
の割合をどうしようとしているのかとか、逆に全部洋式にしようとしているのか。こうい
ったあたりについては、今どういう段階でしょうか。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　答弁申し上げます。今、ご質問にありましたように、トイレは
和式については一部を残すというふうな方針で今考えています。全体的に考えていますの
は、小学校で大体70％、それから中学校で60％程度までは整備を進めていこうというふう
に…。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　これは執行部のほうで計画は設定するんでしょうけれども、その
70％とか60％とかというのは、何を根拠に今そういうふうにしようとしているんでしょう
か。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　県の全体的な希望等も、沖縄県の平均等も考慮しているんです
けれども、今現在、大規模改造とかが進んでいる小学校、中学校において、その目標値を
少し超えている学校があります。全体的に我々としては、先ほど申し上げたとおりの小学
校で70％、中学校で60％ということで目指してはいるんですけれども、小中学校の中でち
ょっとバランスの悪い達成率の学校がありますので、その辺を先に修正していくという考
え方で考えております。
［大城　毅議員より「休憩願います」の声あり］
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午前11時46分）
再開（午前11時47分）
○議長　宮城清政君　再開します。教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　済みません、ちょっと舌足らずの表現になりました。今現在、
うちの全体的な平均が小学校で60.7％、それから全体で58％等ではあるんですけれども、
県平均を上回ってはいるんですけれども、全体的なバランスとして小学校で70％、大体１
つのトイレを、和式を残していくという形で計算していくと大体それぐらいになっていく
ということですので、小学校70、中学校60をめどとして計画しているということです。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　もうそういう計画にしているということなのかということが１つ、
計画としてはそれは決めた計画なのか、あるいはまだ議論中なのか、これが１点ね。それ
からそもそも利用する子供たちはどういうふうに望んでいるのか。子供たちの声はこの計
画づくりに生かされているのかどうか。生かされているとすればどういうふうに生かして
いるのか、これを聞かせてください。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　今、数値のほうとしては、めどとしてこちらのほうで検討して
いる。子供たちの声ですけれども、喫緊で子供たちの声を再度ヒアリングしたものではな
くて、こちらのほうとしては和式のほうも生活の様式の中にこういうものがあるという形
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で残すべきだという考え方を我々は持っていまして、その中でそういうふうに考えた整備
の方法を考えているというところです。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　計画はまだ確定はしていないということですね。そして子供たちの
声を聞いたということでは、必ずしもそういうことではなくて、和式のトイレもあるんだ
よというのも認識させるというふうな受けとめ方をしましたけれども、ただし、世の中の
実勢は、例えばスーパーマーケットだとかコンビニだとか…、コンビニは小さいからまだ
あれかもしれませんが、あるいは劇場だとか、多くの人が集まるようなところ、ほとんど
がもう洋式だと思うんですね。そこで各フロアに何個かトイレがあると思うんですけれど
も、そこに必ず１個は和式というのは、本当に社会の実勢に合うのかなというのはね、私
はちょっと疑問です。是非そこは、子供たちの声はまだ聞いていないということですが、
何とか方法を考えて、子供たちの声が反映できるような、計画に反映されるような、そう
いう仕組みをつくるということはお約束できませんか。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　お答えいたします。実際、大型スーパーでも、場所によってはあ
えて和式を設置している場所もある。多分、家庭でもまだ和式の家庭はないとは絶対には
言えないということがございまして、児童生徒というのは多くの、いろんな状況な環境で
生活している子供がいますので、決して100％というのはないというふうに考えていま
す。やっぱり設置に当たってはこれからの設置率というのもめどをつけるためにもひとつ
学校の、こどもの利用者の声は聞いて決める方針をとっていきたいと思います。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　少なくとも利用者の声を聞かずに計画をつくるということがないよ
うにしていただきたい。今、教育長の答弁は反映させていきたいということですので、そ
のようにお願いしたいと思います。
　それから（３）は、まだ情報を集めているところで、計画をこれから立てるということ
ですけれども、これは町長の任期は４年間ございますけれども、いつまでに計画を立て
て、どういうふうに進めていこうとしているのか、これについて何かありましたらお答え
いただきたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　現時点で明確にいつからということはまだ決定はしておりませ
んが、しっかり県内の高校卒業までやっている自治体の状況と、県外でもやっている状況
もありますので、その辺をしっかり情報を収集して、本町の財政負担がどの程度になるか
試算して取り組んでいきたいと考えております。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　是非早い時期の拡充をお願いしたいと思います。
　次に公共工事の指名に関することですけれども、今のご答弁は結論からしますと、町内
業者の優先発注につながっていますということです。町長になってからのこの間の報告
は、初日の町政一般報告につけた5,000万円以下の報告書がありましたけれども、今手元
にないんですが、たしか３件の報告があって、３名中１名は住所が…、１名だったか、会
社の住所が町外になっていました。これは結局現行と同じなのか、変えるのか、この点に
ついて明確にお答えいただきたいと思います。
○議長　宮城清政君　副町長。
○副町長　国吉真章君　町長から答弁があったように、公共工事の発注に際しては町内業
者優先と、これは定義の中で述べた内容であります。これまで前町長からずっとこの基準
については、平成21年12月に定めた町の指名競争入札参加者指名基準、それに沿ってやっ
ております。この間、それについて、得られている情報の中では特段問題ないということ
で理解していますので、このとおり、もし不備があればそのときに対応するとして、現
在、特に支障はないと理解していますので継続してまいりたいと思います。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　これはそうすると、町長選挙のときの宣伝物にはこういうふうな表
現で、公共工事の町内業者優先発注と書いてあって当選されたわけですけれども、これは
これまでの継続だという理解でよろしいわけですね。
○議長　宮城清政君　副町長。
○副町長　国吉真章君　お答えします。公共工事の
指名に当たっては、従来どおり町内企業を優先して指名をしてまいります。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
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○10番　大城　毅君　それはこれまでどおりだということでお伺いしました。
　次に待機児童解消に関しては、現在、今年度で90名定員の保育園を２つ募集していると
ころだということでございました。是非それもまた実現して、待機児童解消、子供を預け
て仕事へ行きたい、保育してほしいという全ての皆さんには対応できるように頑張ってい
ただきたいと思います。今、その２つの園の状況はどのようになっているでしょうか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　公募については６月12日から公募をしているところでございま
す。今のところ応募はまだございません。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　今、結構マンションなどもどんどん建っているような状況だとお見
受けしますし、この90名の今計画にある保育園の増設を是非早く進めていただきたい。現
に190名を超えるというのが、４月１日の状況ですので、なるべく早く進めていただきた
いと期待し、また応援したいと思います。
　それから保育士不足については、現在3,000円の助成を行っていただいて、これは確か
に近隣では、あるいは県内では南風原町独自の施策ということで大変評価されているわけ
ですが、答弁書では、これにかわるよい方法となってしまっているから、これに加えてと
いうことではないのか、ちょっと言葉尻捉えるようで申しわけないんですが、この辺は別
のものに取りかえるということなのか、それとも拡充するということなのか、別の方法を
ということなのか、ここを明確にしていただけますか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　この町独自の保育園への支援ですが、当初は１人当たり5,000
円でございました。これを3,000円に持っていきまして、段階的にこの辺は国の保育士の
処遇改善が、どんどん取り組みが進んでいることから、この役割についてはそろそろ役目
は果たしただろうということで、平成31年度中までということで、これは園長会のほうに
も説明しております。ただ、やはり保育士確保に向けたはどの園も相当厳しい状況があり
ますので、それにかわる何か別の方法を、今検討しているところでございます。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　ちょっと先にスクラップアンドビルドというんでしょうか、役割を
果たしたということで、もうやめようということを先に決めて、それにかわるものはまだ
考えていないということになると、ちょっとそれに向けて自分たちを追い込んでいい策を
考えるという意味かもしれませんが、何だかやめるのは先に決めて、じゃあどうするのと
いうのはまだこれからだというふうに聞こえるんですけれども、そういうやり方が正しい
んですか。改めて…。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　先ほど申し上げましたように、国のほうがこういう形で保育士
の処遇改善という形で平成27年度から段階的に引き上げてきております。我々は、それ以
前からやっているわけでございまして、これは保育士確保に向けてのインセンティブを確
保するという部分でございますので、そういった形で国のほうが今度はしっかり処遇改善
を取り組んできておりますので、町としてのそういった役割の部分は、この形での、給与
補助という形の部分では役割は果たしてきたというふうに思います。
［大城　毅議員より「休憩願います」の声あり］
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後０時00分）
再開（午後０時00分）
○議長　宮城清政君　再開します。10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　確かに南風原町は、当初5,000円からやってきて、随分長い間、続
けてこられたと思います。これは高く評価されるべきだと思いますけれども、保育士の処
遇改善というか、なり手をどんどんふやすという点では、一自治体がやるのは限界がある
というのは当然だと思いますし、これは国が音頭をとってやるべき仕事だということは明
確だと思うんですけれども、しかし、もう既に役割を果たしたと言ったって、国がこれに
力を入れて乗り出したと言ったって、現実に今、保育士はなり手不足なんですね。もう十
分国もやりきって保育士不足は解消されたというんだったらわかるんだけれども、そうい
う状況でもないのに南風原町がそれはもう平成31年度で終わりますと、今表明されたわけ
ですけれども、どうもこれでは本当に保育士不足に本気になって取り組んでいるというふ
うなことが言えるのかどうか甚だ疑問ですけれども、何かありましたらまた答えてくださ
い。
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○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　この町独自の3,000円の給与補助というのは、どこも実施して
いない、本当に町がしっかり保育園を支援して、確保に向けてということで、これまで国
になかったものが、国が拡充してきましたので、町としての部分は一旦、これに関しては
役割を果たしたと。ただし、それで終わりではなく、これに変わる何か新しいものがあれ
ば、しっかりまた検討していきたいということであります。この保育士不足の原因という
部分では、大きい部分では保育士の労働環境は大変厳しいものがあるということで、それ
が大きい要因だと認識しています。通常、保育業務に当たるのが主ですが、そのほかにも
保育記録の作成とか、あるいは保育教材の作成とか、事務的な仕事に取り組んだり、また
掃除やそういったものもあります。そういったものをこなした後でもこなしきれないと、
自宅にも仕事を持ち帰る、そういったハードな労働環境が保育士の資格を持っていても仕
事につかないという大きな理由の１つだと思います。そういった中において、そこが保育
士の労働環境の改善に向けて、保育所等におけるＩＣＴ化の推進事業というのが新たにで
きております。本町はこれを国のほうからも、ことしに入って、その事業の実施要綱等が
示されてきましたので、早急にそのあたりを推進していきたいと、園長会のほうにも情報
を流してですね。このＩＣＴ化をすることによって、ほとんどが全て手書きとか、全部
ＩＣＴ化されていない部分、このほとんどが手作業で割かれていた時間が全部スムーズに
できると。例えば保育に関する計画、記録に関する機能を有するシステム、園児の登園、
公園の管理に関する機能がついている、保護者との連絡、連絡帳の記入、そういった部分
で、全て手作業でやっている部分をＩＣＴ化することによって、かなりの保育士の業務負
担が軽減されると。このシステム導入を国も進めているところですので、我々も国の要綱
をしっかり踏まえて園のほうに提案して取り組んでいきたいと考えています。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　ＩＣＴ化というものがどういったものかは、これからまた詳しく聞
いていきたいと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、一自治体が取り組ん
で解決できる課題ではないというふうには私も認識しているつもりです。本当に国が本腰
を上げて、先ほど言った消費税などは本来こういったところにこそ活用すべきものだと思
うし、看護師の皆さんもそうですし、福祉関係の皆さんもそうだと聞いています。福祉に
かかわるところがむしろ、働く人たちも大変と、利用する人たちはもっと大変、こういっ
たものについて、是非南風原町でも今後とも、今の方法も含めて頑張っていただきたいと
思います。
　次に情報については、保育士総合支援センターというところと連携して情報を確保し
て、対応策を検討しているということですので、これはまたそういったところも含めて、
ほかにもいろんな方法を考えて、いろんな情報も入れて頑張っていただきたいと思いま
す。
　次に学校給食の関係です。これは最初のころについては、要保護、準要保護、援助費で
取り組んでいますという方向です。これは大変ありがたく、必要なことだろうと思いま
す。この町内農産物を活用する方針というか、姿勢というか、これが去る平成29年度当初
の保護者の負担する賄い費とは別に一般会計から充当していた費用を平成29年度当初はカ
ットしましたね。その影響で町内の農産物がよそに行ったという事例がありました。この
辺は町全体として、今、教育部門として話しているわけだけれども、町の農産物を活用す
るという方針は、是非、全庁で共有していただきたい。改めてその辺は町長なり教育長な
り、その認識を改めて確認したいと思います。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　地産地消という観点からも町内の農産物をできるだけ活用したい
というのも大前提でございます。ただ、学校給食というのは5,000食ほど毎日、日々献立
を決めて、いろんな食材を使っているわけですが、これは安定供給となるとややこの辺に
心配がある。なぜかというと、きょう、今あるからあしたのメニュー変えちゃえというわ
けにはいかないわけです。そういった計画的な、安定的な供給、その辺との兼ね合いがや
っぱりあるとは思うんですが、しかし、当然のことながら、先ほど申し上げたように、前
提としては町内のものを十分に活用していきたいとの考えでございます。
［大城　毅議員より「休憩願います」の声あり］
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後０時08分）
再開（午後０時09分）
○議長　宮城清政君　再開します。町長。
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6月19日（第3号）一般質問 
○町長　赤嶺正之君　毅議員の町内農産物の学校給食への活用についてのご質問にお答え
いたします。確かにこの件に関しましては議員おっしゃるとおりでございまして、できる
んであれば町内産の農産物を学校給食にもという考えは基本でございますので、ただ、先
ほど教育長からもございましたように安定供給が非常に難しいということでございます。
私が教育長在任中に南風原農協と津嘉山農協に来ていただいて、相談をしたことがござい
ます。そのときに津嘉山農協は月に何回かでもいいですけれども、定期的に5,000食分の
食材というのは無理だということでございまして、南風原農協は品目によっては月に１
回、そういったことであればできるかもしれませんということで、実際実施したことがあ
ります。ネギとナスでしたか、でもこれは１回か２回ぐらいでした。安定的な供給という
ことが難しいということで、１カ月前、２カ月前に計画を立てて、じゃあ２カ月後の何月
何日の給食にネギを使いましょうという連絡で相談ができましてやった経緯もございます
けれども、やはり安定的な供給というのは難しいということは、実際そうでございまし
た。また単価の問題もございまして、当時は県からの補助金もあったんですけれども、そ
れが２年か３年ぐらいでなくなりまして、やはり単価も県内産は割高だという現状もござ
いまして、非常に難しいというのを実感しております。以上でございます。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　決まった日に、一定の量、大量なものが必要だということで、これ
に応えきれなければならないというのはおっしゃるとおりで、大変難しいというのがある
のはわかっているつもりですが、ですから加工して長期保存できるような、パウダーとか
液体だとか、そういったものに加工して供給するということなどの技術や、最近、県内の
どこかでそういったようなニュースがあったように聞いていますけれども、加工して、ス
トックして供給するということなども含めて考えて、そうなると６次産業化といいます
か、そういったものともかかわってくるのかという気がしますけれども、そういったこと
も含めて南風原町の農家の皆さんにうんと頑張ってもらうと、それが地域で活用される、
教育にもなるという点で是非町長、あるいは教育長、課題としてですね。いきなりとはも
ちろん言いませんけれども、頑張ってほしいと思います。
　次の、昨年度の共同調理場運営委員会で採択した件は撤回はされていませんということ
ですけれども、あの時点では幼稚園で3,000円が3,100円になったかな。小学校が700円値
上げ、中学校が700円値上げ、これを平成30年４月からというのが、この２つセットで採
択されているわけですね。ところが平成30年４月は過ぎているわけです。だからこれは本
来、私は無効だと思うんですけれども、これは撤回、前回のやりとりの中でまだ生きてい
るのかといったら、生きていると。どうしたらなくなるんだと聞いたら、同じ会議であの
決議はなしにしますと決議すればなくなると、こういう答弁でした。ですから、もう既に
時期が過ぎているわけだから、４月スタートというふうに言っていたわけだから、それを
採択したわけだから、それを実行できないんだから、一緒になってこれは無効と、撤回と
いう決議をすべきなんじゃないですか。いかがでしょうか。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　この会議で時間が過ぎたら撤回だとか、消滅するとかというのは
ございません。ですので、基本的な考え方、先ほどの質問とも関連するんですが、やはり
食育を充実させる、いい食材…。いい食材という、悪い食材を使っているという意味では
ございません。地産地消の関係とか、できるだけ近くで生産されているものとか。そうい
ったものをトータルで考えますと、どうしても賄い材料費に反映せざるを得ない部分があ
る、今の物価を考えるとです。それも含めて考えますと、どうしても近い将来そういった
ふうな給食費の改定も必要ではないかという観点もございます。あとは別の質問でもあっ
たんですが、消費税の改定の時期等々も含めると、やはり近い将来ご負担をかけるかと思
うんですけれども、そういった考えを持っているというのも含めて現在のところは撤回し
ていないということでございます。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　値上げの必要性はあるんだというご答弁だったかと思うんですけれ
ども、給食、現状から充実させるためにも必要だというのは主張としてわかります。全く
問答無用だというわけではありません。けれども少なくとも時期は平成30年４月１日と書
いてあったわけだから、それで決議したわけだから、この分は意味がないですよね。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　改正時期については、おっしゃるとおり現在やっていないわけで
すから、過ぎている。ただ事務局、担当が調査して各市町村の状況、まかない材料費の物
価の状況等、これを審議会で、今現在ではこの給食費の設定が妥当でありますというのは
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確認されておりますので、それは生きているというふうに解釈をしております。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　私は、一番この問題の最初にも書いたように、質問したように、子
供の貧困の観点から、むしろ負担を軽減すべきだと。そういう自治体も実際に広がってい
ます。もちろんさまざまな、あるいは財政状況が豊かだといういろんな議論もあるかもし
れませんが、そういった形は広がっています。是非南風原町としても、今の範囲の支援と
いうことにとどまらず、給食費の軽減の方向性を探っていただきたいと、改めて申し上げ
まして、この点はまた…。次、議会に出てこられるかわかりませんけれども、議論を委ね
たいと思います。
　シルバー人材センターについては、先ほど寛諄議員とやりとりをしまして、４割は公共
からの仕事しかとっていないと。これが委託できないんだったら継続できないという主張
でしたが、これについても今後の議論、次の議員の皆さんに頑張ってもらいたいと思って
います。
　町道129号線については、なぜそのとき整備しなかったのか。これは行政のそのときの
ミスじゃないかと考えているんです。そういう観点で是非農業振興の立場から進めてもら
いたいと思いますが、改めてお聞きします。
○議長　宮城清政君　経済建設部長。
○経済建設部長　神里操也君　お答えします。町道129号線が整備されていない経緯につ
きましては、前後は空港自動車道の整備の際に連絡協議会で工事に使用するということで
アスファルトされているというのが、そこの毛原集落側と喜屋武向けのほうですか、そこ
が舗装されているような状況がありまして。その一部分、140メートルが現状、まだ未舗
装な状態ということで、経過的にはそういった経過ということになっておりまして、整備
にといいますと、先程来、現在、道路整備を補助事業で行っている５路線をやっておりま
すので、そういったものを先に、優先的に整備したいということでございます。それで
今、当路線につきましての整備は維持管理で当面は対応してまいりたいということでござ
います。よろしくお願いします。
○議長　宮城清政君　10番　大城　毅議員。
○10番　大城　毅君　町長、バス停の屋根については、町長の絶大なる政治力で是非実現
してください。終わります。
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後０時19分）
再開（午後１時31分）
○議長　宮城清政君　再開します。
　それでは、通告書のとおり順次発言を許します。13番　玉城　勇議員。

〔玉城　勇議員　登壇〕

○13番　玉城　勇君　午後は大変だと思いますけれども、ゆっくり、静かにやっていきた
いと思います。それではきょうは２点の質問を準備してありますので、ひとつ丁寧な回答
をお願いしたいと思います。
　それでは１．待機児童解消に向けての対策についてでございます。３月定例会において
も質問させていただきました。（１）南風原町の待機児童数が昨年度とほぼ同数と思われ
るが、待機児童が減らない理由は何か。（２）待機児童解消に当面の対策はあるか。
（３）小規模認可保育園の３歳児受け入れに向けての調査及び可能性はどうなっている
か。（４）本町の小規模認可保育園を卒園する３歳児の受け入れ先は確保されているか。
（５）認定こども園設置の進捗状況はどのようになっているか。
　２．高齢者の生活をどう保障していくかということで、（１）高齢者が健康で生き生き
と生活を送るために、どの様な取り組みがあるか。（２）高齢者の孤立を防ぐにはどの様
な施策があるか。（３）本町の地域毎の高齢化率はどうなっているか。以上、ご答弁をお
願いいたします。
○議長　宮城清政君　副町長。
○副町長　国吉真章君　質問事項１点目の待機児童解消に向けての対策の（１）について
お答えします。本町の特徴として、出生や子育て世代の転入が多いことが挙げられます。
（２）についてお答えします。待機児童解消に向けた当面の対策としましては、ことしの
３月に見直しをしました町子ども子育て支援事業計画に沿った認可保育園の整備、さらに
既存園が弾力化で対応している部分についても、定員見直しに向けて取り組んでまいりま
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す。（３）についてお答えします。小規模認可保育園の３歳児受け入れについては、国家
戦略特別区域の認定により可能となりますが、定員19名以内での定員設定となり、必然的
に既存のゼロ歳から２歳の定員を減らす必要があるため、その活用は考えておりません。
（４）についてお答えします。小規模保育園で保育を受けている２歳児につきましては、
保育の継続という観点から、優先的に認可保育園へ入れるようにしており、本年度も全員
入所しております。（５）についてお答えします。認定こども園の設置に向けては、開邦
幼稚園が平成31年４月の開園を目指していますので、町も開園に向けて協力して取り組ん
でまいります。
　質問事項２点目の高齢者生活をどう保障していくか。（１）についてお答えします。高
齢者が健康で生き生きと生活を送るために、健康づくり事業、介護予防、日常生活支援総
合事業、生きがいふれあい活動等に社協や地域と連携し取り組んでおります。（２）につ
いてお答えします。高齢者の孤立を防ぐ施策として、地域ミニデイサービスや高齢者サロ
ン、老人クラブ活動等による地域での交流の場づくり、在宅介護支援センターや社協のコ
ミュニティーソーシャルワーカーによる単身高齢者や高齢者世代の訪問等の見守り活動が
あります。（３）についてお答えします。本町の地域ごとの高齢化率は平成30年６月１日
時点で、与那覇17.6％、宮城27％、大名23.8％、新川18％、宮平15.1％、兼城15.9％、本
部13.8％、喜屋武22.8％、照屋14.8％、津嘉山12.7％、山川23％、神里30％、兼本ハイツ
45.8％、第一団地32％、第二団地28.4％、東新川50.2％、北丘ハイツ33.7％、宮平ハイツ
8.4％となっております。以上です。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　ありがとうございました。それでは１点目の（１）から一問ずつ再
質問したいと思います。再質問に入る前に、１番と２番とも町長が訴えております、公約
にもしております、南風原町に住んでよかったと、あるいはこれからも住み続けたいとい
う思いの皆さんがいっぱいおられます。そういう皆さんがこの提案をしております。そう
いう意味でお答えをお願いしたいと思っております。
　１番目の（１）でございますけれども、３月の一般質問でも質問させてもらいました
が、南風原町は待機児童がふえております。ですから去年よりことしのほうが44名ふえた
と、これからもふえていくだろうと、そのときも提案したことがありますけれども、やは
り那覇近郊で交通の利便性の高い本町でございますので、さらに集合住宅、マンション等
も大分建築が進んでおります。また戸建ての住宅もふえているように思われます。そうい
う状況の中で認可園をふやしたり、あるいは小規模をふやしたりとやっておりますけれど
も、追いつかないという状況にございます。そういう中で今後、本町の取り組みとしてど
のようなものがあるのか、それを教えていただきたいと思います。ただ、出生や子育て世
代の転入だけでは解決できないことでございますので、さらに進んで、どういった理由で
ふえているとわかりました。その待機児童を減らす努力としてはどういったことが考えら
れるのかですね。ですからこの中で１つだけ、隣の町の子供、新聞に載っておりました。
保育士の不足によって定員割れというのはないのか、本町にはそういうのがないのか。全
ての定員の定数が満たされて、さらに弾力化でふえているという状況なのか、園によって
は定員割れがあるのかどうか、その辺はいかがですか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　お答えします。待機児童の解消に向けては施設整備等で取り組
んでいるわけでございますが、議員おっしゃいますように追いつかない状況です。主な要
因は、先ほど答弁いたしましたように、出生数の多さや転入の多さ、実際、平成26年と30
年を比較しますと、就学時の人口が366人ふえているという状況もありまして、その傾向
はいまだずっと続いている状況です。もう一つ理由としましては、平成27年度の新しい制
度になって、保育に申し込みできる要件といいますか、そのあたりが短時間の勤務、パー
トタイムでも保育を、入所を希望できるということもありまして、そういった拡大の部分
でも申込者数がふえているという状況もございます。そういった形で申込者数が相当数ふ
えている中ではありますが、さらに今、議員おっしゃいましたように、その他の要因とし
まして保育士の確保の部分、その部分に関しましては本町でもその影響がございまして、
本年度は４月１日時点で保育士の不足が４園で８人不足しておりまして、その保育士不足
による定員割れが、28名の子が受け入れすることができない状況があるということでござ
います。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　それでは部長、再度確認ですけれども、今、保育士が８名不足して
定数割れが28名と、今現在はどうですか、まだそのような状況は続いていますか。
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○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　現時点でもまだこの８人が採用できていないという状況でござ
います。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　各園とも確かに保育士を探すのは大変だと思いますけれども、新聞
紙上にもあるように、経験者の皆さんを再度確認といいますか、もう一度要請していくと
か。一旦保育士を引退された皆さんでも、以前と現在とは難儀の度合いといいますか、苦
労の度合いというのは大分緩和されていると思うんです。ですから、そういう皆さんにも
う一度相談をして、あるいは説得して現場に復帰してもらうとか。結構、保育士の皆さ
ん、せっかく資格を持っているのに他の業種に移ったり、そういう話が聞こえるんですけ
れども、今給与の助成とか、あるいは一時金の助成とか、いろいろと制度がよくなってき
ていると。そういうことからしますと、もう一度現場復帰をお願いできるんじゃないかと
思うんですけれども、本町の考え方としてはどういうふうに取り組んでいこうと思ってお
りますか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　我々としても、資格は持っていらっしゃるんだけれども、保育
の職に就いていない方々、潜在的保育士の方々を是非保育の職についていただきたいとい
う思いはたくさんあります。どのようにしたらそういった形で、保育の職についてもらえ
るかという部分では、やはり先ほどの毅議員の質問でも答弁しましたが、保育士の労働環
境ですね、きついという部分、その辺で解消できる部分は何かというところで、これまで
手作業でやっていたいろいろな事務とか、そういった部分を、ＩＣＴを活用することによ
って簡素化できると。そういった部分の、その事業の導入をできるだけ早目に各園にも取
り組んでもらいたいというのもありますので、その辺を園のほうにも推進して、とにかく
保育士の日ごろの業務の効率化、少しでも軽減につながるような取り組み、そういった部
分で保育士の確保を支援してまいりたいと考えています。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　是非頑張っていただきたいと思います。もう１回確認しますけれど
も、28名の子供が保育士の不足で入園できないということからしますと、この８名の不足
で28名ということは、ゼロ歳から２歳児がほぼ該当しているのかなと思うんですけれど
も、また場合によっては３歳、４歳、５歳児であれば、もっともっとふやすことができる
のかなというのがあるんですけれども、これは園の考え方といいますか、取り組みのほう
でそういうふうになっているのか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　職員の配置等については、それぞれ園の事情がございますの
で、園の方針ですね、その方向になっています。ただ、保育士が不足している部分では、
ゼロ歳児、１歳児、そのあたりの部分でどうしても不足が出てきますので、我々としても
とにかく、先ほど申し上げた方法等を、できる限りの支援をして確保を図っていきたいと
考えています。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　是非取り組みを強化して頑張っていただきたいと思います。
　それでは（２）のほうに移りたいと思います。（２）の回答で、弾力化で大分対応され
て入園をされております。そこで再度受け入れするために、今小規模のほうでも19名とい
うことでやっておりますけれども、その小規模の認可保育園を60名、90名の認可園があり
ますが、そこに移行させることによってもっと受け入れができると思うんですけれども、
その認可保育園に移行することが可能かどうか、これについてお伺いしたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　小規模保育園から新たに60名とか90名規模の認可園への移行
は、認可の要件を満たせば可能でございます。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　その要件というのがクリアできるような要件なのか、あるいは少し
敷地を２倍、３倍にしないといけないとか、あるいは建物を２倍にしないといけないの
か、そういう金銭的なものが発生するのが大きいのか、園の園長、理事長たちが対応でき
るような、クリアできる範囲なのか、その辺はいかがですか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　現在、そういった要検討を全部募集要項に掲載して、今公募を
しているところでございまして、例えば本町内にある小規模の保育園が、現施設でそこを
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拡張してとなりますと、そこは全ていろいろ確認しないといけないんですが、ただ今、募
集要項で掲げています要件を満たすことが必要最低限の条件でございますから、そのあた
りをしっかり見ていただいて、小規模事業者の方でも十分可能であるとは考えています。
経験等、そういった部分では満たされてきていますので、あとはそういった敷地の面積と
か、母体となる社会福祉法人の設備が必要になるのか、そういった部分の準備とか、その
辺をしっかりまた募集要項をごらんになって検討していただければと思います。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　部長、公募するに当たって可能性のある園に対しての資料の送付と
か、あるいは声かけをできたらお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
　それでは（３）のほうに移りたいと思います。先ほど小規模認可保育園の３歳児受け入
れについては、国家戦略特別区域の認定により可能であるが、本町はその活用を考えてい
ないということでありますけれども、小規模認可保育園の弾力化については何名まで今現
在可能でありますか。
○議長　宮城清政君　こども課長。
○こども課長　前城　充君　小規模は19名がマックス定員でございますが、ゼロから２歳
児までを預かっていますが、２歳児が３歳の受け入れの調整をしたにもかかわらず、調整
つかなかった場合のみ22名まで、プラス３で弾力運用が可能となっております。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　今現在、平成30年に入って３歳児の受け入れができていない人数と
か、あるいは小規模保育園が弾力化で何名受け入れしているかお願いします。
［「休憩願います」の声あり］
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後１時52分）
再開（午後１時52分）
○議長　宮城清政君　再開します。こども課長。
○こども課長　前城　充君　現在４カ所の小規模がございますが、３歳児はゼロです。そ
して合計でゼロ歳から２歳まで74人受け入れております。
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後１時52分）
再開（午後１時52分）
○議長　宮城清政君　再開します。こども課長。
○こども課長　前城　充君　４園で、平均で1.12、弾力で12％受け入れているという形に
なります。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　先ほどは３名までは可能であるということですけれども、今1.12と
いうことは５名程度になるんですか。もっといるのか、聞いておりますか。そこまでしか
できないのかという。
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後１時53分）
再開（午後１時54分）
○議長　宮城清政君　再開します。こども課長。
○こども課長　前城　充君　先ほどの利用調整をした場合の３歳児受け入れなんですけれ
ども、今の弾力化はゼロ歳から２歳までのもので、実際19名定員をやっているのが、めだ
かとくわの実とたいようのおか、ここの中であと２人まではゼロ歳から１、２歳の中で弾
力化は可能という形になります。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　再度確認ですが、今４カ所で76名は可能なんですよね。先ほど74名
とおっしゃいましたよね。定員割れしているわけですね。それとさらに弾力化であと３名
ずつできるわけですけれども、それだけの応募者がいないのか、それはどういうことか、
教えてください。
○議長　宮城清政君　こども課長。
○こども課長　前城　充君　今19名定員でやっているのが、めだかとくわの実とたいよう
のおかなんです。それでくわの実とたいようのおかは満杯で22名入っていますので、あと
はめだかのほうで、ここはまた保育所の確保も関係すると思いますが、２人は可能。面積
要件も関係しますので、このあたりで調整はできるかもしれませんが、よいサマリヤ人で
はその10名定員でそのまま埋まっていますので、結局、数字上はあと２人という形になり
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ます。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　わかりました。もしまだ埋まっていないようだったら、是非早目
に、応募が来たらすぐ紹介するとか、時間を置かないように、是非早目に入所させるよう
に取り組みをお願いしたいと思います。
　続いて、（４）のほうに移りたいと思います。これを質問したのは、他の市で保育士の
定数不足ということで受け入れできなかったということがあって、あるいは他の保育園と
の契約といいますか、協定ができなくて入所できないというのが新聞にも載っておりまし
て、本町でもそういうのがあるのかというのを確認したわけですけれども、やはり小規模
で２歳児までですけれども、卒園した場合に３歳児がどこに行くのかというのはやはり親
のほうも心配ですので、ほかの市ではこれが対応できていないというのが半分ぐらいある
ということで本町はどうなのかと確認したわけでありますけれども、幸いにも現在におい
ては全員が入所されていると。しかも優先的に認可保育園に入所させているということで
ございますので、これについては、まだ取り組みについてはいい結果が出ていると思いま
すので、これからもできるだけそのように入所できるように取り組みを進めていっていた
だきたいと思います。よろしくお願いします。
　それでは（５）です。これもほぼ毎回質問しておりますけれども、やはり隣の那覇市が
非常に強力に取り組みをしております。本町もやっとできるかなと喜んでおりますけれど
も、是非答弁にもあったように本町も開邦幼稚園が来年４月に開園するという状況にござ
いますので、是非協力をしていただいて、スムーズに運営できるように、これからも指導
していただきたいと思います。それで質問ですけれども、このような認定こども園に希望
する園がほかにないのか、無認可保育園等を含めて、希望あるいは検討しているという園
は今のところいかがですか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　ご質問の認定こども園の設立希望については、開邦幼稚園以外
では今のところございません。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　ありがとうございました。認定こども園がスムーズに行くように、
再度ご協力を賜りたいと思います。それでは１は終わりまして、質問事項２のほうに入り
たいと思います。
　（１）高齢者が健康で生き生きと生活を送るために、本町はどのような取り組みがなさ
れているかということでございますけれども、いろんな事業を進めていると、あるいは開
催をしているということでございますけれども、先ほど３つの事業が報告されましたけれ
ども、この３つの事業をもう少し具体的に、各事業の内容について、二、三点でいいと思
いますけれども、たくさんあれば二、三点で報告していただきたいんですけれども、お願
いします。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　まず、健康づくり事業の中では特定健診を含め長寿健
診を実施し、保健指導に取り組んでおります。あと介護予防日常生活支援総合事業として
は、水中運動教室、筋力トレーニング教室、地域の体操教室等を実施しております。生き
がいふれあい活動等につきましては、老人クラブ活動や高齢者サロン等を社協と連携しな
がら取り組んでおります。ちょっと漏らしましたけれども、介護予防日常生活支援総合事
業の中では地域のミニデイサービス等があります。以上です。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　ありがとうございました。今、本町も多分同じだと思うんですけれ
ども、高齢者が地域で、あるいは自分の家に住みながら地域で生き生きと生きていく、あ
るいは楽しく生活できるというのがどれぐらいの高齢者がそれを感じているのかなと非常
に気になるんですけれども、実は65歳以上のひとり暮らしというのは年々ふえているんで
す。これは男性も女性も同じようにふえてきていると、高齢人口に対してもひとり暮らし
の高齢者の割合が非常に多いものですから、男性では13.3％ぐらいです。女性ではもっと
高くて21.1％がひとり暮らしなんです。ですから、そういう皆さんが本当に楽しい、ある
いは人生の後半で生き生きと楽しく生活できるという状況をつくるのが行政だと思いま
す。ですから先ほど言ったような３つぐらいの事業がございますけれども、それがどれぐ
らいの皆さんが参加されて、どれぐらいの皆さんが満足しているのかなというのが、先ほ
どのミニデイサービスとか社協の事業とかを見て、皆さんでどのぐらいのパーセントで感
じているのか、もしその資料がありましたら報告をお願いしたいと思います。
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○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後２時05分）
再開（午後２時05分）
○議長　宮城清政君　再開します。保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　地域のミニデイサービス、いろいろな事業をしており
まして、まず地域のミニデイサービスの参加者が、延べ人数では年間3,784名の方が利用
しております。その参加した方々は地域のミニデイサービスでレクレーションや趣味活動
をしながら、地域と交流できて楽しいという声が上げられております。以上です。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　補足、追加します。地域で行っております高齢者サロンです
ね、そのほうの実績としましては、延べ利用者数、平成26年が6,069人、平成27年が6,136
人、平成28年が6,374人と。実施日数自体も平成26年が405日、平成27年が414日、平成28
年が438日と、回数、利用者数も年々ふえている状況でございます。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　ありがとうございます。やはりちょっと気になるのは、高齢者の皆
さんの何割程度が参加されているのか。トータルではなくて、１回の用事にそれぞれの地
域で何パーセントの皆さんが参加されているのか、もしその資料もありましたらお願いし
ます。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　地域ごとにそれぞれ何パーセントの方がこの事業を利用してい
るという統計は出してはございません。ただ、例えばこの高齢者サロンにも、自宅から公
民館まで行ききれない方とか、移動手段がない方についても高齢者の外出支援事業を使っ
て案内していますし、また社協では在宅介護支援センターもございまして、ひとり暮らし
でそういった支援が必要な方々の把握とか、そういった部分でも移動が必要な方とか、ま
たちょっとこもりがちの方は、是非こういった場がありますからとか、そういうふうに社
協と連携して取り組んでいます。高齢者をそういった形で地域で見守っていく、それから
町全体で見守っていく部分では社協を含めて、社協に委託も含めてなんですが、事業を13
ほど行っています。それぞれの事業で、各字で支援が必要な方々、それからそのままにし
ておくと家にこもりがちの方とか、そういった方々を把握して取り組んでいるわけでござ
いまして、そういった方々を支援するのは地域でボランティア活動される方が大変重要な
鍵になってきますので、この高齢者サロンにかかわっているボランティアの方々も年々ふ
えてきていますので、そういった部分では社協としっかり連携して、地域と連携してしっ
かり支えていきたいと考えています。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　ご苦労さまであります。孤立、閉じこもり、次の質問でやりますけ
れども、やはり１つの地域を見た場合にミニデイでも、あるいは地域の行事においても高
齢者の割合からすると50％も参加していないのかなと思いますけれども、その残りの皆さ
んに、もちろん動ける皆さんに対してどのような声かけを進めているのか。地域では確か
に社協の職員の皆さんと一緒になって民生委員、あるいはボランティアの皆さんが本当に
よく取り組んでいるのは見えます。わかりますけれども、それでも参加しない皆さんがお
りますので、そういう皆さんは自分は健康だからという理由もあるかもしれない。畑が忙
しいとか孫を見ないといけないとか、それもあるんですけれども、じゃあそういう方を含
めて手助けが必要な方、あるいは車椅子で迎えに行かないといけないとか、そういう人を
除いての動ける皆さんがどれぐらいの割合で参加されているのか。今後、どのような対策
をなさろうとしているのか、もしそれがあればもう一度お答えをお願いしたいと思いま
す。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　お答えします。ことし５月、先月でしたか、宮城の高齢者サロ
ンに町長と同行して参加させていただきました。その場で感じたこと、議員もいらっしゃ
いましたので、大勢集まって大変賑やかではあったんですが、男性の参加者が１割にも満
たない状況でございました。ですから、議員がおっしゃるどれだけの方がという、支援が
必要な方とか、そういう方以外で来ない方というのはやっぱり男性のほうがすごく多いだ
ろうと感じています。これは他の地域に行っても男性の参加者が相当少ないです。やっぱ
り畑に行ったり、そういった公民館、地域の場に余り参加したがらない方もいらっしゃる
のか、それぞれ個人ごとにいろいろな事情があると思います。そこを無理して出てきてく
れというのはまた難しいと思います。あとは魅力ある、そこに行けば楽しいと感じる部分
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の工夫も必要かと思いますが、そこはやっぱり男性の高齢者の方々もそういった場に行っ
て、楽しく過ごせるということをわかっていただいて、家から出てきて、地域の皆さん方
と触れ合うとか、そういうことができるような地域にしていきたいと。そのあたりは地域
の皆さんと一緒になって知恵を出して、そういった家に閉じこもりがちの方々がどうやっ
て出てきてくれるかということは、今後もいろいろ検討して取り組んでまいりたいと思い
ます。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　ご苦労さまです。先ほど申し上げたんですけれども、ひとり暮らし
の高齢者が13.3％いる。女性では21％もいらっしゃると。そういう皆さんに声かけしない
と、こういう皆さんが閉じこもりがちになる可能性があると言われておりますので、是非
そういった皆さん。高齢者の夫婦だったらまだ話し相手がいますので参加しやすい状況が
あると思うんですけれども、ひとり暮らしの皆さんがなかなか出てこられないというのが
ございますので、そういう皆さんに対しての声かけ、あるいは地域でボランティア活動を
している皆さんに対して、そういう方を呼び込む、公民館に来てもらう、あるいは社協に
行ってもらうと、そういう声かけの仕方、その誘導の仕方を是非指導していただいて、孤
立化が進まないように取り組みをお願いしたいと思います。
　（２）の、ここでは孤立を防ぐということで質問します。それでは先ほどの答弁にもあ
ったように、地域のミニデイサービス、あるいは高齢者サロン、同時にこれも活動等で孤
立を防ぎたいという町の取り組みでございますけれども、それ以外にもいろいろとござい
ますが、実は高齢者の孤立を防ぐために高齢者が外出できるような環境を整備してあげる
と。そういうものも大事だと思うんです。それには就業活動、仕事をしてもらう、先ほど
も質問がありましたシルバー人材センターもございました。高齢者の皆さんも自分の持っ
ている技術、あるいは能力を活用したいんです。その能力を地域に還元したいと思ってい
ます。ですからそれができるような環境を整備することによって孤立化が防げるんじゃな
いかなと。あるいは閉じこもりも防げるのではないかと思います。ですから、そういう社
会参加ができるような環境づくりが非常に大事だと思います。そこで、そのために外出す
る目的をつくってあげる。先ほど提案した、そういうものをつくる。だからそのためには
移動手段を考えてあげないといけない。それも含めて非常に重要なことでございますの
で、これから本町の高齢者の皆さんがそういうふうに活動できるような環境づくりを町と
してどのように捉えて考えているのか、あるいはどういうふうに進めようとしているのか
お答えをお願いしたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　まず、高齢者が閉じこもらず外出する機会の創出ということ
で、就労の機会ということでございました。本町ではまちづくりサポートセンターを社協
のほうで運営しておりますので、そこで高齢者の方々も提供会員として登録していただい
て活躍しています。このまちづくりサポートセンターの事業成果としましても、口コミあ
るいは地域だよりを通じて、この活動の周知が広がってきて会員登録の方々がふえてきた
と。提供会員が時間、それから自分の得意分野、技術を生かして生き生きと活動してお
り、次の依頼にも意欲的に活動していると。そういう事業の効果がはっきり見えています
ので、このまちづくりサポートセンターを高齢者のそういった就労の機会の部分にも生か
せますし、生きがいづくりにもつながっていけるものと思いますので、このまちづくりサ
ポートセンターを社協とともにしっかり支援して、充実させていきたいと。
　それから外出支援に関しましては、今本町ではコミュニティーバス等はございません
し、社協の巡回バスは健康づくり事業の一環での福祉バスの運営でございます。きのうの
奈津江議員のご質問でございました買い物弱者も含めて免許返納した場合の高齢者、ある
いは高齢者のみの世帯で免許保持者がいないとか、とにかく買い物に行くことさえも相当
な不便を感じている高齢者が年々ふえてきておりますので、そこの支援はしっかり取り組
んでいきたいと。高齢者の移動支援、例えば那覇市ですとタクシーの相乗り支援というの
を取り組んでいます。そういった部分とか、家から出やすい、使いやすい、そういった移
動手段のほうをしっかり調査研究して今後の施策として取り組んでいきたいと考えていま
す。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　一番大事なものが、やはり高齢者が外出できるような、そういう環
境づくりだと思うんですね。先ほど部長がおっしゃったように、移動手段を確保してあげ
ると、これが高齢者の生きがいをつくるための事業だと思いますので、これについてはも
っともっと具体的に煮詰めていただいて、取り組んでいただきたいと思います。できるだ
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け早目にお願いしたいと思います。
　そこで今現在の高齢者は体力年齢が若いんです。まだまだ元気があるものですから、仕
事もやりたいし、あるいは地域の活動もやりたい、若い人たちともいろんなことを体験し
ていきたいと、そういう地域社会との、あるいは社協、町も含めて、社会とのかかわりを
持ちたいというのが今の高齢者だと思います。そのことについて非常に意欲もあるんで
す。いろんなことをやって、またそれを高めていきたい。そういう皆さんの個々人の意欲
が非常に高いものですから、その知識、能力をいかに町が活用できるか、あるいはそこを
生かしていけるかというのがその人にとっての生きがいだと思います。そうすることによ
って意欲もますます湧いてくるし、能力も高まっていきます、知識も豊富に持っています
のでこれを活用してあげると。そういう活躍できる環境整備を町のほうでやっていただき
たいということでございますので、町や社協、そういう組織が率先していくべきだと思い
ますので、もう一度お答えをお願いしたいんですけれども、町長はこれについて大いに力
を発揮していきたいと常々おっしゃっていますので、町長のお考えをお聞きしたいと思い
ますが、ひとつよろしくお願いします。
○議長　宮城清政君　町長。
○町長　赤嶺正之君　それでは玉城　勇議員の高齢者の生きがいづくりと申しますか、そ
れまで培ってきました技能、経験、そういったものが発揮できるような場づくりといいま
すか、それにつきましては先ほど来、所管のほうから答弁いたしておりますけれども、現
在の地域ミニデイサービスあるいはまた高齢者サロン、老人クラブの活動等をしっかりと
充実、強化させることが第一かと思っておりますし、またいろんな高齢者関係の計画もご
ざいますので、その計画に沿ったような形でまちづくり政策を進めていきたいと考えてお
ります。先ほど来ございましたように、高齢者の皆さんが就業できる、あるいはまた外出
できるような環境づくり、議員がおっしゃるようなことでございますが、繰り返すようで
すけれども、まちづくりサポートセンターを充実、強化させるということが大事でござい
まして、また移動手段の確保に関しましても、これからまた社協等とも連携しながら検討
してまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　それでは独居高齢者について、再度戻っていきますけれども、ひと
り暮らしの高齢者は、同居者がいる高齢者と比較してうつが疑われる人が多いと。そうい
う人たちが多くいらっしゃると思います。その原因としては、やはり一人ですので収入が
少ないとか、生活の満足度が低いとか、生活上の不安を抱えている皆さん、さらに精神、
心理面での心配があると、そういうのがひとり暮らしの高齢者に今言われております。そ
ういったひとり暮らしをそのまま継続していくと、今度は孤立したり、あるいは閉じこも
り傾向になる可能性があると。そういうことにならないために皆さんが取り組んでいる事
業、あるいは先ほどからおっしゃっているまちづくりサポートセンターの事業等を活用し
たり、紹介したり、そういうのを大いに進めるべきであります。ですから一旦孤立や閉じ
こもりに陥った皆さんを救うというのは並大抵に努力ではできないと。そこに陥ったら大
変なものですから、そこに入る手前で助けてあげる、その人たちが逆に生き生きとした生
活を迎えるような方向に誘導してあげると、それが行政でございますので、そこで今現
在、いろいろな取り組みをしている皆さん、生き生きとしている皆さんをそのまま継続し
ていただくと。それはまた行政の事業があるわけですので、その事業を是非取り組んでい
ただいて南風原町の老人が元気で生き生きと生活できるような、そういう環境を維持して
いただいて、さらにもっともっといろんな事業を考案して、南風原町独自の事業も取り組
んでいただきたいと思いますので、是非頑張っていただきたいと思います。よろしくお願
いします。
　それでは最後の（３）の質問にまいります。本町は、非常に高齢化率が低いんです。人
口は若い人が多いとよく言われておりますけれども、ただ、先ほどの答弁にあったように
神里とか宮城、兼本ハイツ、高齢化率が非常に高いんです。もう30％いっているんです。
そういう状況はやはり改善しないといけない。本町は16.3％なんです、高齢化率は。しか
し、その中で30％行っている、超えている地域があるわけです。こんな都市部においてこ
ういう状況は本当にあってはならないことだと思うんですけれども、これには原因があり
ますね。なかなか住宅建築ができない、集合住宅ができない、人口が減っていくと、そこ
に家ができないものですからよそに行くわけです。そういうのも改善しないといけないん
ですけれども、これは行政のこれからの取り組みになると思いますけれども、是非見直し
についても取り組んでいただきたいと思います。そこで今検討してほしいのは、沖縄県は
19.6％ですけれども、あと20年もすると30％超えると予測されているんです。そうなる前
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に南風原町も考えていかないといけない。ちなみに全国でいうと27.7％なんです。しか
し、南風原町はそれを超えている地域が５カ所もあるんです。これについて町はどのよう
に取り組んでいくのか。高齢化率を下げていく、この事業、あるいは考えとしてどういっ
たものを持っているのか、これを教えていただきたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　お答えします。高齢化率を下げていくという部分に関しては、
これは全国、団塊の世代が後期高齢者を迎える2025年に向かってどんどん高齢者はふえて
いく状況でありますので、高齢化率を下げていくという部分は大変難しいと思います。日
本の人口の構造上、出生数も減少していく中で高齢化率を下げていくというのは難しい部
分があるのではないかと思います。ただ町内の、この地域のアンバランスの部分からいう
と、このあたりでは土地利用の見直しとか、そういった部分がかかわってきますので、こ
れはまた町全体的な部分での構想が必要になってくるかと思います。ですからその高齢化
率でいいますと、先ほどから議員がおっしゃっていますように、健康長寿ですね、高齢化
率は高くても健康な高齢者が多い町、そういう町を目指して健康長寿の取り組み、そうい
ったものをしっかりやって、高齢化率は高くても皆さんが元気で生き生きと暮らしている
地域、そういった地域を目指して我々は計画も策定して、そのようになるように取り組ん
でおりますので、しっかりその計画に沿って取り組んでまいりたいと思います。
○議長　宮城清政君　13番　玉城　勇議員。
○13番　玉城　勇君　部長おっしゃっているように是非取り組んでいただきたいと思いま
す。それから南風原町においては高齢化地域が出ておりますので、そういう現実にありま
すから、もっともっと真剣に捉えて事業を進めていただきたいと思います。
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後２時31分）
再開（午後２時41分）
○議長　宮城清政君　再開します。
　それでは、通告書のとおり順次発言を許します。12番　上原喜代子議員。

〔上原喜代子議員　登壇〕

○12番　上原喜代子さん　皆さん、２日目の最後の出番となっております。大変お疲れさ
まです。お昼ご飯もおいしくいただき、とても元気が有り余っているだろと思いますの
で、私も元気を出してまいります。どうか元気の出る前向きなご答弁よろしくお願いしま
す。それでは一般質問を初めさせていただきます。
　１．不登校の状況を問うであります。（１）本町の不登校児童生徒数の推移はどうなっ
ているのでしょうか。（２）学年別にみてどの学年が不登校になりやすいでしょうか、お
伺いします。（３）不登校児童生徒への指導結果として効果的な措置はあったでしょう
か、お伺いします。
　２．育英会資金貸与の状況を問うでありますが、（１）今年度の育英会資金貸与の申込
みが開始されたと思います。申請者はどうだったでしょうか、お伺いします。（２）未償
還者の最年長者に対する何らかの対策はあるのでしょうか、お伺いします。（３）育英会
資金貸与の未償還額は平成26年において1,822万円と理解していますが、これは前の私の
一般質問に対する答弁でありましたので、その後、どの様に推移しているか、お伺いしま
す。
　３．食の応援事業について。（１）学童期生活習慣病予防健診の状況はどうなっている
のでしょうか。（２）この事業はいつまで継続予定か。成果はどうであったでしょうか。
以上、３点お伺いします。よろしくお願いいたします。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　それではまず、質問事項の不登校の状況についてでございます。
まず（１）でございますが、不登校児童生徒とは年間30日以上欠席している者のことでご
ざいます。その推移は平成27年度、小学生12人、中学生12人、計24人。平成28年度、小学
生14人、中学生31人、計45人。平成29年度、小学生36人、中学生41人、計83人となってお
ります。続いて（２）です。小中学校とも学年が進むにつれて不登校児童生徒数がふえる
傾向にございます。続けて（３）です。心の教室相談員による家庭訪問面談や保護者と連
絡を密に取り合い、登校支援を行うことで効果を上げております。
　続きまして、大きな質問２番目です。育英会資金貸与の状況でございます。まず（１）
です。平成30年度の育英会への貸与申込者は３名で、うち２名が貸与対象者となりまし
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た。続きまして（２）の質問です。償還がおくれているものについては、相談窓口で本人
の可能な償還計画を決めていただき、計画的な償還ができるように取り組んでいます。
（３）の質問です。平成27年度は1,738万5,000円、平成28年度1,590万9,000円、平成29年
度は1,535万6,000円、平成30年度が1,766万6,000円となっております。
○議長　宮城清政君　副町長。
○副町長　国吉真章君　質問事項３点目の食の応援事業について。（１）についてお答え
します。平成28年度の受診状況は、小学５年生が154名で受診率33.2％、中学２年生は87
名で受診率19.6％、平成29年度は小学５年生が206名で受診率40.5％、中学２年生は115名
で受診率24.6％となっています。（２）についてお答えします。食の応援事業は、一括交
付金の最終年度まで継続を予定しております。成果については、結果説明後のアンケート
により、親子で食生活や生活習慣を見直すよい機会となった。健診結果と生活習慣のつな
がりが理解できたとの声が多く寄せられております。以上です。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　それでは再質問をさせていただきます。先ほど人数のほうが出
ていますが、文科省の調査結果で年間30日以上の欠席者は平成９年度が一番ピークで10万
人を突破という報告がされているんですが、平成21年度からは減少傾向にあると発表され
ているんですけれども、本町の数字を見てみましたら、平成27年度が小学校、中学校合計
で24名、平成28年度が合計で45名、平成29年度が合計で83名と増加傾向にあるんですが、
要因としては多々あると思いますが、このように数字だけを追跡してみたら急増している
ようにとれるんですが、その要因としては何があるのでしょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　特定の要因というものよりも、社会的に非常に複雑化してきた
と。いろいろ多様化する中で、いろいろな問題が起きているように我々としては感じてい
るわけですけれども、大きな要因の中で友人関係をめぐる問題であるとか、それから学業
の不振、それと進路に係る不安、部活動への不適応な障害というか、不適応などが主な原
因とこちらのほうでは捉えています。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　さまざまな要因があると、ただいまの答弁でしたが、私はこれ
とても気になるところが、前からこういう質問をしてきました、（２）に移りたいと思う
んですが、学年別に見てどの学年が不登校になりやすいのかという部分の質問をいたした
ところ、小中学校と学年が進むにつれて、不登校がふえているというような答弁であった
んですが、またこれも文科省の調査なんですけれども、小学生から中学生への移行期に不
登校が急増するというふうなデータが発表されているんです。その中において、これも全
国ですけれども、小学６年生の不登校児、児童生徒が7,540人、中学１年生で２万2,384
人、約34％の増、中学２年生が３万5,502人、中学３年生で４万2,219人、この数字で見る
ように中学１年生が急増して、その積み重ねで２年生が21％、３年生が18％増という結果
ではあるんですが、私が、これは前も質問をいたしました。中学１年生の34％の増、いわ
ゆるこれが中１ギャップかなと考えるんですが、私がこの質問をしたときに皆様方は答弁
の中で現段階においては資料が乏しく、中１ギャップとの不登校との関連性はつかみ切れ
ていないという答弁だったんです。ですからその後、この関連性を調査したことがあるの
か。不登校というのは早い段階で、やはりこれを小学校のうちからつかみ取っておかない
と、それが受験前になって、本当に進路に戸惑ってしまうという部分ではちょっと対応が
遅くなるんじゃないかということを感じるものですから、この中１ギャップの質問をした
ことがあります。ですからその関連性を皆様方は調査なされたかどうかお伺いします。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　答弁します。先ほど統計上、乏しいという中で確かにそれを限
定づける数値としては非常に乏しい数値だと思います。ただ、この四、五年の数値を確か
に見ると、６年生だとか３年生とか、その辺に不登校がふえているというのは確かに見て
とれます。しかし、それが中１ギャップになるのかということについての関連性について
は、まだ我々としてはきちんとしたデータがございません。先ほどの統計等を含めての調
査ですけれども、調査についてはまだ十分な調査がなされていない状況です。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　ＰＴＡの保護者の中からでもこの不登校のことについては、い
ろいろ相談を受けているという同僚議員もいたんですが、何か前は、そんなに多いような
感は受けなかったんです。ですけど、最近、何かそういう話がよく聞こえてくるものです
から、私は自分が一般質問したときに、この中１ギャップをもう少し深く、追跡調査して
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いただけないかなと思っていたんですが、本町において小学６年生から中学１年生、２年
生、３年生と分けて、不登校児童生徒を数字として出されていますか、今の場合は合計で
何名と出ていますが、そういうふうにして６年生、中１、中２、中３と出されているので
しょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　休憩します。
休憩（午後２時54分）
再開（午後２時54分）
○議長　宮城清政君　再開します。教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　手元のほうに資料がありますので、読み上げてご報告をしたい
と思います。小学１年の、これは平成27年ですね…、中１からでよろしいですか。中１が
３名、中２が３名、中３で６名です。平成28年が中１で５名、中２で13名、中３で13名。
平成29年、中１で11名、中２で17名、中３で19名となっております。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　せっかく平成28年度、29年度、中学１年、２年、３年とそうい
うふうにして数字を出していますから、是非小学６年生でもこういうふうにして数字を出
して把握して、ここの差がどのようになっているかという部分を調べたら、直接これが中
１ギャップだというのはありませんけれども、それもあり得るなという部分で捉えること
ができるんじゃないかなと感じておりますので、是非そこのところも調査していただき、
１人でも多くの子が不登校から立ち直るように、本当に不登校がひどくなれば引きこもり
ということがありますので、そうならないように早いうちから早期発見という捉え方をし
ていただきたいということを希望しておりますが、そのように対策を立てられるでしょう
か、お伺いします。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　こちらのほうのデータを見たときに、先ほど申し上げましたの
は、大体６年生の数値はそのまま中学生に持ち上がっているというのがありまして、特に
６年生と中１で急に数字が変わったりというのが今のところ統計で見てとれていないと。
その辺があるために中１ギャップに必ずしも関連づけることがちょっと難しいのではない
かという判断をしたということを申し上げているわけですが、早目にその辺を判断できる
ように、こちらのほうで努力してそれを注意して対応していくということについては、
我々のほうも心がけていきたいと思います。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　全国とは違って本町においては、小学６年生と中学１年生にそ
んなに差はないと、そのままその数字が中学１年生に行っているという、ただいまの答弁
でありましたが、私はやっぱりこれは早期にこういうことを把握していただいて、前から
私は中１ギャップの質問をしていますので、是非調査していただきたいということを希望
して、この件に関しては終わりたいと思います。
　（３）の不登校児童生徒への指導結果として効果的な措置はあったかという質問に対
し、心の教室相談員による家庭訪問、面談、保護者との連絡を密に取り合って登校支援を
行っているので効果を上げているという答弁であったのですが、この中で皆様が言う効果
的な、私が言う効果的な措置というのと、皆様が言う措置というものは大体同じだと思う
んですが、電話してお迎えに行ってという部分ですよね。そういう部分をおっしゃってい
るんですよね。そういうふうに理解しているんですが、小学校と中学校では、その件につ
いて、何か中学校は特にここに力を入れているとか、小学校はこういうことをやっている
とか、何か違いというのはありますか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　学校教育課長。
○学校教育課長　野原　学君　答弁いたします。小学校もしくは中学校で大きい違いがあ
るかというところですが、それは特に大きい違いはないというふうに解釈しています。こ
こによってアプローチの仕方などがございますので、まず基本的にはもちろん学級担任を
中心として、学級担任以外の、答弁がありました心の教室相談員、それからスクールソー
シャルワーカー、スクールカウンセラーなども活用しながら登校支援につなげているとい
うことでございます。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　何か特に違いはないという、ただいまの答弁でありました。小
学校時点から高学年に向かうにつれてあるという部分も理解はできるんですけれども、や
はり早いうちにという部分で是非生徒たちとかかわっていただきたいということを希望い
たします。この不登校にかかわる事業の中で教育相談事業、児童健全育成事業というのが
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あるんですが、登校を促すということについて、この不登校だった子供たちが大体何人ぐ
らい高校に進学するという、そういう開けた道ができたのかどうか。何名ぐらいの子が高
校進学へと向かったのかどうかというのは調査していますか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　学校教育課長。
○学校教育課長　野原　学君　今調査はしているんですが、細かい資料が手元にございま
せんので、再度また調べて資料を提供したいと思います。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　細かい資料がありませんということだったんですが、是非これ
は調べていただきたいと。せめてこの子供たちが卒業してから、不登校というのは、高校
に行ったからすぐに直るというものではないと思っているものですから、せめて１カ年間
だけでも追跡調査とか、高校の先生たちと連携を持つとか、そういうことはなさっている
のでしょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　学校教育課長。
○学校教育課長　野原　学君　高校と連携した追跡調査については、現在行っておりませ
ん。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　もう卒業したらそれで終わりではなくて、次につなげるために
も１年ぐらいはこの子供たちの状況がどうなっているのかということは、私は調査したほ
うがいいんじゃないかと思います。そすれば、次の子供たち、こういう状況になる子供た
ちにいろんな方面でアドバイスができるんじゃないかと思いますので、是非そういう調査
もしていただきたいということを希望いたします。それと生徒校外指導として、平成27年
度の成果報告に関する報告において、ちゅらさんガーデンというのがあるんですが、農作
業で生徒への自立支援の事業ということで、その農作業をする生徒たちへの自立支援です
から、自分たちがつくった農産物、どういうものをつくっているのか、多分一般的に言え
ばジャガイモだとかそういうものだと思うんですが、そのつくったもので年間を通して報
告と、もちろん指導する先生も含めて、例えばカレーパーティーをして自分たちがつくっ
たものを教育委員会の皆さんでも一緒になって試食して、その中でやる報告というのもあ
ったのでしょうか、なかったのでしょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　学校教育課長。
○学校教育課長　野原　学君　それの報告会はございました。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　その参加者というのはどういう方が参加だったんでしょうか。
○議長　宮城清政君　学校教育課長。
○学校教育課長　野原　学君　そこに協力したスタッフの方々、それから子供たち、教育
委員会のほうからは指導主事も参加しております。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　やはり呼びかけをもうちょっと多くして、子供たちは何をきっ
かけにして、自分の道を決めるかというのは、やはり機会を多く与えたほうがいいと思う
んです。だからこういうふうにして自分たちがつくったものを多くの方が、多くの方とい
っても町長も含めてですが、そういうふうにおいしいと言ってもらえると、そこからまた
本当にきっかけをつかんで立ち直って、将来明るくするということも私はあり得ると思っ
ていますので、是非そのような機会はせめて１年に１回でもつくっていただいて、たくさ
んの方が参加するようなシステムづくりをしていただきたいと思います。
　次に２番目に移りたいと思います。育英会資金貸与の状況ですが、申請者はどうだった
かということで質問いたしましたが、平成30年度の町育英会の貸与申込者は３名で２名が
対象者と、１名の方はいつも皆さんが答弁なさるように、条件のいいところに移ったとい
うことなのか、該当しなかったということなのか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　教育総務課長。
○教育総務課長　上間　諭君　それではお答えします。今回の１名は、本町の育英会の評
定の基準に満たなかった非該当という形になっております。以上です。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　私が何度も質問して、平成27年度には申込者が３名の中で、１
名はほかの育英会のほうが条件がよかったからそこに移ったと、他の１名は規則に該当せ
ず支給ができなかったとか、平成28年度においては１名、29年度がゼロ、30年度が２名と
なっていますが、皆さんが言う条件のよいところというのは、私は金額のことだけを示し
ているんじゃないのかなと、多く借りられるから向こうに移ったと、そうじゃなくて、そ
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のほかにも何か条件がいいと、本町よりも条件がいいというのは何かありますか、お伺い
します。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　これまで取り上げたものの中には本町と同じく無利子の部分を
基本的に考えて比較させていただいているんですが、本町よりも多くの金額を資金として
借りることができると。二、三にわたって調達することではなくて、一度で調達すること
ができるということで、そういうふうなところに移っていただいているということが見受
けられるということでこれまでは回答しているところです。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　私としては本町が一番よかったと言ってほしいなと感じている
んですが、いつもよそがよかったというお話をするんですが、やはり本町が一番よかっ
た、南風原町はすぐれているというふうに思いたいですので、是非その辺も検討していた
だきたいと思います。
　（２）に移りますが、未償還者の最年長者に対する何らかの対策はあるかという部分で
すが、その際年長者は今何歳でしょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　教育総務課長。
○教育総務課長　上間　諭君　去年が43歳、ことしは44歳になっているかと思います。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　44歳という答弁でございましたけれども、この方は援助対象世
帯ということでしょうか。本町の援助対象世帯というのが要保護と準要保護に分かれてい
まして、準要保護が前年度または当該年度において、生活保護停止または廃止された世
帯、市町村民税の課税を受けていない世帯、児童扶養手当を受給している世帯、世帯の収
入が南風原町の基準額未満の世帯と分けられているんですが、どのほうに該当しますか、
お伺いします。
○議長　宮城清政君　教育総務課長。
○教育総務課長　上間　諭君　今、ご本人は町外へ転出しておりますので、現在、そうい
う情報は確認しておりません。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　金城郡浩君　少し補足します。その辺の細かい所得、それから収入状況等に
ついて、町外の方、特に税情報が閉鎖されている形になりますので、その辺まで詳しい状
況が把握できていないということです。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　町外に住んでいらっしゃると。私がこの質問をしたのは、この
方は非正規雇用だということの答弁があったものですから、じゃあ収入が安定していない
のかと思ってこの質問をしているんです。皆さんは町外に住んでいるということで、この
方に対して償還を促すような対策はどのようにとっているのでしょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　教育総務課長。
○教育総務課長　上間　諭君　お答えいたします。ほかの償還をしている方と同様に、毎
年年度初めに、その年の償還をしていただく納付書を送って、そのやりとりでもって、ご
本人の所得の状況に応じて、今は償還をしていただいていると理解しております。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　所得に応じてとおっしゃっていますが、やはりこの44歳という
年齢が、もう早ければ孫もできるんじゃないのかなと。そして保証人になった方も高齢化
してくると。じゃあ誰が保証人になるのかということを考えたときに、規約の中でうたわ
れていなくても、そのことに対して、この事案に対して検討とか、前私が質問したときに
は免除…、もちろん規約の中ではそういうのはないですから、免除の措置はないというこ
とで私は答弁をもらっているんですが、収入もない、年齢もたっていく、じゃあこの保証
人になるのはその人の子供たちなのかというのが来るものですから、そういうことに対し
て皆様方の中でこの取り扱いについて検討されたことはあるのでしょうか、お伺いしま
す。
○議長　宮城清政君　教育長。
○教育長　新垣吉紀君　ちょっと後手に回っているのは事実でございます。今後のあり方
でございますが、きちんと日本育英会のように保証人を立てた方に接触して、債権のよう
に取り扱っていくのか、それとも優しくといいますか、この辺は線引きする時期に来てい
ると思いますので、これは育英会という別の組織でございますので、役員会、評議員会、
そこで我々事務担当している部署が方針を出して、テーブルにのせてルールを決めていく
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と、こういうふうに考えております。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　やはり教育長がおっしゃるように、もう線引きする時期に来て
いるのではないのかなと、いつまでも月々幾ら、これは本当に優しいと思うんです。当の
本人も別に最初からそういうふうになるということじゃなくて、本当に夢を持って育英会
の貸与を受けたと私は思っております。たまたまいろんな諸事情があってそういうことに
なったとは思いますが、でも線引きするところで線引きしておかないと、いつまでたって
もこの方には精神的には負担だと思います。そういう部分を背負って、自分の子供たちに
までそういうふうにして、これが行くのかということを考えたときには、教育長がおっし
ゃるように優しくするのか、それとも取り立てのようにするのかという部分に関しては、
やはり議題に上げて、そこの部分はちゃんと検討していただきたいということをお願いい
たします。
　（３）に移りたいと思います。未償還額は平成26年度において1,822万円と、これは私
の質問での答弁でもありましたので、私はその金額を抑えての質問でありますが、答弁な
された金額を見ていますと、だんだんと減の傾向にあるなと、だから皆様方がそういうふ
うにして、やはりそういうふうにして少しずつでもいいからという部分の催促の仕方をし
て実を結んでいるんだなということは、その数字の流れから見ても理解できます。やはり
頑張っていらっしゃるんだなということは理解できますので、それ以外の部分で先ほども
答弁のあった線引きをする段階に来ているんじゃないかということに関しては是非整理し
ていただいて、後でこういうふうにして償還する側の苦しさもあるし、また償還を促す担
当の皆さんも大変苦労なさると思いますから、そこのところは是非きちんと調査して、整
理整頓していただきたいということをお願いして、この件は終わりたいと思います。
　食の応援事業についてであります。学童期生活習慣病予防健診の状況はどうなっていま
すかという私の質問に対して答弁をいただきましたが、特に中学校が悪いんですが、小中
合わせて50％にも満たない受診率になっていますが、この受診率というのは、前に教育部
との連携がどうなのかということの質問をいたしましたが、そこの部分に関して連携はと
れていたのでしょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　この事業を始める前に校長会での説明や学校との役割
をどんなふうにやっていくかということは一応協議をしております。しかし、学校の中で
この健診をすると、もう少し受診率が上がるのかなということで考えておりましたけれど
も、ちょっと学校の中でそれをやるということが難しいということで、学校のほうではチ
ラシを配る案内を役割としております。それ以外の場所はちむぐくる館で、あと個人通知
とかは保健福祉課のほうでやるという役割分担をとって実施しました。以上です。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　学校内ではちょっと難しいということであったんですが、受診
する生徒たちへの周知方法としては家庭内に連絡をすると、そういうことだけなんです
か。それとも先生方からもそういうものがありますから受けてくださいというふうに進め
ているのでしょうか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　保健福祉課のほうでチラシを作成して、学校からチラ
シを配っていただくという方法をとっております。あとは保健福祉課から個人通知をして
おります。以上です。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　検査をして、香川県のほうで小学生の血液検査の結果というの
が出ていまして、これが小中学生なんですけれども、その中で脂質異常症が19.2％、肝機
能異常症が6.7％というふうにして報告されているんですが、本町も再検をしないといけ
ないという児童がいるのでしょうか、お願いします。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　小学５年生のほうでは一番中性脂肪とＬＤＬコレステ
ロール等の異常所見が多い結果となっております。中学２年生のほうではヘモグロビン
Ａ１ｃとＬＤＬコレステロールと血圧に異常所見が多いという結果になっております。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　ただいまの答弁で血圧と聞いたんですけれども、大人と全く一
緒ですね。そういうことを見ましても、やはり血液検査というのはすごく意義のあること
だと。小さいうちからやっておけば、それに対して関心を持って、家庭の中でもそういう
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話題が上がるんじゃないかと思うものですから、例えば異常があった子供たちに対して、
再検をするようにということで学校側に連絡をするんですか、お伺いをします。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　指導と再検の呼びかけは保健福祉課のほうでやってお
ります。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　じゃあ、再検をして、それを提出するという、義務づけではな
いんですけれども、そういうシステムづくりはしているんですか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　再検をして、その結果については保健福祉課のほう
も、そこまでは管理をしておりません。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　その結果としては、家庭に持ち帰って、自分たちで管理をする
部分だと理解いたしました。私は大変いい事業だと思うものですから、いつまで継続する
のかと質問をして、成果はどうであったかという質問に対して、食の応援事業は一括交付
金の最終年度まで継続を予定していると。成果については結果説明後、アンケートにより
親子で食生活の、生活習慣を見直すよい機会となったというふうな、いろんなことが掲げ
られているんですが、この事業を一括交付金の最終年度で終了するとなった場合に、それ
にかわる事業というのは考えていらっしゃいますか、お伺いします。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　この事業の結果を養護教諭と課題を共有して連携しな
がら、今後どのように事業を展開していくかとかを養護教諭と情報を共有して連携してい
きたいと考えております。
○議長　宮城清政君　12番　上原喜代子議員。
○12番　上原喜代子さん　まだ今のところ事業というのは確定されていないというふうに
理解したんですが、皆さん方が成果はどうであったかということに対して、家族で話し合
う機会ができたということを答弁なさっていますので、確かにそのとおりだろうなという
ことは理解いたします。私、自分の中で成果として思ったことは、健診を受けた児童たち
が自分たちの中で、仲間同士の会話の中からこの数値を見て、自分は大丈夫だったと、そ
うしたら私は悪い数値が出たと、そうしたら子供たち同士、大丈夫なの、疲れているのと
か、そういう声かけの会話が多くあったそうです。ですからその部分に関しても私はこれ
は生徒たちの意識が高まり、いい方向に向かっていくのではないのか、あとは受け皿とし
て家庭にどのようにこれを浸透させていくかという部分が課題じゃないかと思っています
が、この事業は、こんな小さいうちからコレステロールだの中性脂肪だの血圧だのという
ことは、これは今の子供たちの食生活が乱れている子供たち…、家庭の中でですね。だか
らそういう部分に関しても栄養のとり方、食事のあり方、そこの部分を学校でも機会ある
ごとに子供たちに話して聞かせれば、血液検査をした子供たち、一部の子供たちであって
も、これを自分たちの中で把握して、またそれを友達同士の中の会話の中でつなげていっ
て、いい改善方法になるのではないのかということを感じておりますので、是非次回に向
けて頑張っていただきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。18期議員とし
ての最後の一般質問であります。次回に向けて努力したいと思います。ありがとうござい
ました。
○議長　宮城清政君　以上で本日の日程は、全部終了しました。本日は、これにて散会し
ます。お疲れさまです。

散会（午後３時26分）
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